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(57)【要約】
　発泡スラブ、並びに発泡スラブを製造及び使用するた
めの、発泡ダイを含む方法及び装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融発泡性組成物を押出するための発泡ダイであって、
　横方向に位置合わせされた複数のダイ開口を含む作業面であって、前記複数のダイ開口
は前記発泡ダイの横軸に沿って離間に配置されてダイ幅及びダイ高さを画定する、作業面
を含み、
　前記ダイ開口はそれぞれ細長い形状を示し、その長軸は、前記発泡ダイの前記横軸に対
して少なくとも実質的に直交して配向され、かつ前記発泡ダイの高さ軸に少なくとも実質
的に位置合わせされ、
　前記ダイ開口はそれぞれ、開口高さと開口幅のアスペクト比が少なくとも約４：１であ
る、発泡ダイ。
【請求項２】
　前記ダイ幅と前記ダイ高さの比が少なくとも約４：１である、請求項１に記載の発泡ダ
イ。
【請求項３】
　前記ダイ開口は、開口高さと開口幅のアスペクト比が少なくとも約８：１である、請求
項１に記載の発泡ダイ。
【請求項４】
　前記発泡ダイの前記ダイ開口はすべて、少なくとも前記ダイの前記高さ軸と本質的に位
置合わせされ、かつ前記発泡ダイの前記横軸に沿って少なくとも本質的に同一直線上に均
一間隔に配置されている、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項５】
　前記ダイ開口は前記発泡ダイの前記横軸に沿って単一行で離間に配置されている、請求
項１に記載の発泡ダイ。
【請求項６】
　前記ダイ開口は前記発泡ダイの前記横軸に沿って単一行で同一直線上に離間に配置され
、前記ダイ開口はすべて、少なくとも本質的に同一の高さを含み、前記高さは前記発泡ダ
イの前記ダイ高さを画定する、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項７】
　前記発泡ダイは、少なくとも部分的には、加圧下で互いに層状にされてシムスタックを
形成する複数のシムによって与えられ、各シムは、前記発泡ダイの厚さ軸に少なくとも実
質的に平行な主要面を示し、前記シムは組み合わさって、前記発泡ダイの前記ダイ開口を
集合的に画定し、かつ前記ダイ開口に流体的に接続された少なくとも１つのダイ空洞を画
定する、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項８】
　前記発泡ダイは押出装置に流体的に結合され、前記押出装置は、少なくとも１つの押出
機を含むとともに、前記発泡ダイの少なくとも１つのダイ空洞に溶融発泡性フローストリ
ームを連続的に供給するように構成されている、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項９】
　前記押出装置は、一列に並んで互いに流体的に接続された第１及び第２の押出機を含む
、請求項８に記載の発泡ダイ。
【請求項１０】
　前記発泡ダイは、少なくとも前記溶融発泡性組成物を含む溶融発泡性押出物フロースト
リームを、射出成形空洞の内部ではない未画定スペース内に連続的に放出するように構成
されている、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項１１】
　前記複数のダイ開口は、押出機から第１の溶融フローストリームを受け取るように構成
された第１のダイ空洞に流体連通されたダイ開口の第１セットと、押出機から第２の溶融
フローストリームを受け取るように構成された第２のダイ空洞に流体連通されたダイ開口
の第２セットとを含む、請求項１に記載の発泡ダイ。
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【請求項１２】
　前記第１のダイ空洞は、前記第１の溶融フローストリームを第１の押出機から受け取る
ように構成され、前記第２のダイ空洞は、前記第２の溶融フローストリームを前記第１の
押出機とは異なる第２の押出機から受け取るように構成されている、請求項１１に記載の
発泡ダイ。
【請求項１３】
　前記ダイ開口の第２セットのうちの少なくとも選択されたダイ開口は、前記ダイ開口の
第１セットのダイ開口の対の間にそれぞれ別個に横方向に挟まれている、請求項１２に記
載の発泡ダイ。
【請求項１４】
　前記複数のダイ開口のうちの少なくとも一部のダイ開口は、多層フィードブロックから
多層溶融フローストリームを受け取るように構成されたダイ空洞と流体連通しており、前
記多層フィードブロックは、少なくとも２つの異なる押出機から溶融フローストリームを
受け取り、前記溶融フローストリームを組み合わせて前記多層溶融フローストリームにす
るように構成されている、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項１５】
　前記ダイ開口のうちの前記少なくとも一部はそれぞれドッグボーン形状を含み、前記ド
ッグボーン形状では、前記開口の第１の終端に近接する位置における前記開口の幅と、前
記開口の前記第１の終端と概ね反対側の前記開口の第２の終端に近接する位置における前
記開口の幅とがそれぞれ、前記開口の前記長軸に沿って中央に位置する前記開口の部分に
おける前開口の幅よりも大きい、請求項１に記載の発泡ダイ。
【請求項１６】
　前記横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間間隔は最大で約１５ｍｍである、請求
項１に記載の発泡ダイ。
【請求項１７】
　前記横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間間隔は最大で約１０ｍｍである、請求
項１に記載の発泡ダイ。
【請求項１８】
　前記横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間間隔は最大で約５ｍｍである、請求項
１に記載の発泡ダイ。
【請求項１９】
　一体の発泡スラブを製造する方法であって、
　溶融発泡性押出物フローストリームを、発泡ダイの複数のダイ開口のうちの少なくとも
選択されたダイ開口を通して連続的に放出することであって、
　　前記ダイ開口は、横方向に位置合わせされるとともに、前記発泡ダイの横軸に沿って
離間に配置されてダイ幅及びダイ高さを画定し、
　　前記ダイ開口はそれぞれ細長い形状を示し、その長軸は前記発泡ダイの前記横軸に少
なくとも実質的に対して直交して配向され、前記ダイ開口はそれぞれ開口高さと開口幅の
アスペクト比が少なくとも約４：１である、ことと、
　前記溶融発泡性押出物フローストリームを発泡させ、合体させて一体の塊として固化さ
せて、スラブ幅及びスラブ厚さを有する一体の発泡スラブを形成することと、を含む方法
。
【請求項２０】
　前記発泡ダイは少なくとも１つのダイ空洞を含み、前記ダイ空洞は、押出装置から溶融
発泡性フローストリームを連続的に受け取り、前記溶融発泡性フローストリームを複数の
溶融発泡性フローストリームに分割して、これらを前記ダイ開口に連続的に送出し、そこ
から前記溶融発泡性押出物フローストリームとして放出する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のダイ開口は、ダイ開口の第１セットとダイ開口の第２セットとを含み、前記
ダイ開口の第２セットのうちの少なくとも選択されたダイ開口は、前記ダイ開口の第１セ
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ットのダイ開口の対の間にそれぞれの別個に横方向に挟まれており、
　前記方法は、前記ダイ開口の第１セットを通して第１の溶融発泡性押出物フローストリ
ームを連続的に放出することと、前記ダイ開口の第２セットを通して第２の溶融押出物フ
ローストリームを連続的に放出することと、前記第１の溶融発泡性押出物フローストリー
ムを発泡させることと、前記第１及び第２の溶融押出物フローストリームを横方向に互い
に合体させることと、前記合体した第１及び第２の溶融押出物フローストリームを一体の
塊として固化させて、一体の複合発泡スラブを形成することと、を含む、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の溶融押出物フローストリームは、高密度化溶融組成物を含む、請求項２１に
記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の溶融押出物フローストリームは、本質的に溶融非発泡性組成物からなる、請
求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記溶融発泡性押出物フローストリームのうちの少なくとも一部は垂直方向に積層され
た多層フローストリームであり、各多層フローストリームは、溶融発泡性組成物を含んで
少なくとも前記多層フローストリームの垂直方向中央層となる一次溶融層と、前記多層フ
ローストリームの外層となる二次溶融層とを含み、前記方法は、前記多層フローストリー
ムの前記一次溶融層と前記二次溶融層とを一体の塊として固化させて、一体の複合発泡ス
ラブを形成することを含み、
　　前記一体の複合発泡スラブは、前記一次溶融層から得られる主要な発泡層と、前記多
層フローストリームの前記二次溶融層から得られ、前記複合発泡スラブの主要な外面とな
るシート状層である副次的な表面層とを含み、前記主要な発泡層と前記副次的な表面層と
はそれぞれ、前記発泡スラブの幅にわたって前記発泡スラブの長さに沿って連続的に延び
る、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　前記多層フローストリームの前記二次溶融層は高密度化溶融組成物を含む、請求項２４
に記載の方法。
【請求項２６】
　前記多層フローストリームの前記二次溶融層は溶融非発泡性組成物を含み、前記複合発
泡スラブの前記副次的な表面層は本質的に非発泡層からなる、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記溶融発泡性押出物フローストリームのうちの少なくとも一部は垂直方向に積層され
た多層フローストリームであり、各多層フローストリームは、溶融発泡性組成物を含んで
前記多層フローストリームの垂直方向中央層となる一次溶融層と、前記多層フローストリ
ームの第１の外層となる第１の二次溶融層と、前記多層フローストリームの第２の外層と
なる第２の二次溶融層とを含み、前記方法は、前記多層フローストリームの前記一次溶融
層と前記第１及び第２の二次層とを一体の塊として固化させて、一体の複合発泡スラブを
形成することを含み、
　　前記一体の複合発泡スラブは、前記一次溶融層から得られて前記発泡スラブの垂直方
向中央層となる主要な発泡層と、前記多層フローストリームの前記第１及び第２の二次溶
融層からそれぞれ得られ、それぞれ前記一体の複合発泡スラブの主要な外面となるシート
状層である第１及び第２の副次的な表面層とを含み、前記主要な発泡層と前記第１及び第
２の副次的な表面層とはそれぞれ、前記発泡スラブの幅にわたって前記発泡スラブの長さ
に沿って連続的に延びる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１及び第２の二次溶融層はそれぞれ高密度化溶融組成物を含む、請求項２７に記
載の方法。
【請求項２９】
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　前記第１及び第２の二次溶融層はそれぞれ溶融非発泡性組成物を含み、前記複合発泡ス
ラブの前記第１及び第２の副次的な外面層はそれぞれ、本質的に非発泡層からなる、請求
項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記一次溶融層は本質的に溶融発泡性組成物からなる、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記溶融発泡性押出物フローストリームは、射出成形空洞の内部ではない未画定スペー
ス内に連続的に放出される、請求項１９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記一体の発泡スラブの第１の主要な外面に第１の基材を連続的に一列に積層すること
を更に含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記一体の発泡スラブの第２の対向する主要な外面に第２の基材を連続的に一列に積層
することを更に含む、請求項３２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　発泡物品は、種々の応用例、断熱又は防音材、強化層及び／又は空間充填層などにおい
て幅広く利用されている。
【発明の概要】
【０００２】
　大まかにまとめると、発泡スラブ、並びに発泡スラブを製造及び使用するための、発泡
ダイを含む方法及び装置が本明細書で開示される。本発明のこれらの態様及び他の態様は
、以下の詳細な説明より明らかとなろう。しかしながら、かかる主題が、最初に出願され
た出願の特許請求の範囲において提示されたか、又は補正後の特許請求の範囲においてか
、さもなければ特許審査中に提示されたかに関係なく、この大まかな概要は、いかなる場
合にも請求可能な主題を限定するものとして解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】典型的な発泡ダイの正面斜視図である。
【図２】発泡ダイを用いてもよい典型的な押出装置の概略図である。
【図３】典型的な発泡ダイの典型的な作業面の正面平面図である。
【図４】図３の典型的な発泡ダイのいくつかのダイ開口の拡大正面平面図である。
【図５】典型的な発泡ダイから生成される典型的な発泡スラブの正面斜視図である。
【図６】２行の開口を有する典型的な発泡ダイの別の典型的な作業面の正面平面図である
。
【図７】ドッグボーン形状のダイ開口を有する典型的な発泡ダイの別の典型的な作業面の
正面平面図である。
【図８】ダイ開口の第１セットとダイ開口の第２セットとを有する典型的な発泡ダイの別
の典型的な作業面の正面平面図である。
【図９】典型的なダイ開口のセットから放出される典型的な多層溶融フローストリームの
正面平面図である。
【０００４】
　種々の図における同様の参照番号は同様の要素を示す。一部の要素は、同一又は同等の
ものとして多数、存在することがある。こうした場合、１つ以上の代表的な要素しか参照
番号によって示されていない場合があるが、こうした参照番号は、すべてのこうした同一
要素に適用されるものであることは理解されよう。特に指定されない限り、本文書におけ
るすべての図及び図面は、縮尺通りではなく、本発明の様々な実施形態を例示する目的で
選択されている。特に、様々な構成要素の寸法は、例示的な表現でしか記述されておらず
、様々な構成要素の寸法間の関係は、そのような指示のない限り、図面から推測されるべ
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きではない。
【０００５】
　特性又は属性に対する修飾語として本明細書で用いる場合、用語「概ね」の意味は、特
に規定がない限り、特性又は属性が、高い近似度（例えば、定量化可能な特性に対して＋
／－２０％以内）を必要とすることなく、当業者によって容易に認識可能であるというこ
とである。角度方向の場合、用語「概ね」は時計回り又は反時計回りの３０度を意味する
。用語「実質的に」は、特に規定がない限り、高い近似度（例えば、定量化可能な特性に
対して＋／－１０％以内）を意味する。角度方向の場合、用語「実質的に」は時計回り又
は反時計回りの１０度以内を意味する。用語「本質的に」の意味は、プラス又はマイナス
２％（角度方向の場合はプラス又はマイナス２度）以内であり、当然のことながら、語句
「少なくとも本質的に」には、「正確な」一致の特定の場合が包含される。しかし、「正
確な」一致、又は他の任意の特徴付けであって、例えば同じ、等しい、同一、一様、一定
などの用語を用いるものでさえ、絶対的な精度又は完全な一致を要求するのではなく、特
定の状況に適用可能な通常の許容範囲又は測定誤差以内であると理解される。当業者であ
れば分かるように、本明細書で用いる場合、用語例えば「本質的に～が無い」などは、何
らかの極めて低い（例えば、０．１％以下の）量の材料の存在を排除するものではない。
これは、例えば、従来通りの洗浄方法を施す大規模な製造機器を用いる時に生じる場合が
ある。本明細書における数値パラメータ（寸法、比など）に対する言及はすべて、多くの
パラメータ測定から得られる平均値を用いることによって計算できる（特に断らない限り
）と理解される。特にパラメータが可変の場合にそうである（例えば、幅が開口の長軸に
沿って変化する開口の場合、開口の幅は開口の長軸に沿っていくつかの位置で測定され、
アスペクト比を計算する目的で用いられる平均値である）。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　用語集
　発泡ダイの意味は、溶融発泡性フローストリームの押出し中に存在する圧力に耐えるよ
うに構成された押出ダイである。定義により、発泡ダイは、溶融フローストリームを例え
ば押出機から受け取るように構成された少なくとも１つのダイ空洞を含み、少なくとも１
つのダイ空洞と流体連絡する複数のダイ開口を含んでいる。
【０００７】
　溶融発泡性フローストリームは、溶融発泡性組成物を含む溶融フローストリームを意味
する。ある場合には、このようなフローストリームは、多層フローストリームであって、
例えば１つのフローストリーム層のみが発泡性組成物を含む多層フローストリームであっ
てもよい。
【０００８】
　溶融発泡性組成物の意味は、発泡剤（例えば、物理発泡剤例えば気体又は液体、又は、
例えば高温で、化学的に分解してもよい化学発泡剤、これについては本明細書で後に詳細
に述べる）を含む熱可塑性溶融有機ポリマー材料である。
【０００９】
　非発泡性の意味は、溶融組成物には活性化可能な発泡剤を少なくとも本質的に含まない
ということである（例えば、その結果、溶融組成物の固化生成物は、相対密度が少なくと
も本質的に１．０に等しい非発泡材料となる）。
【００１０】
　発泡体の意味は、溶融発泡性組成物を、その発泡プロセスが所望の程度まで進んだ後に
固化させることによって得られる有機ポリマー発泡体である。
【００１１】
　発泡スラブの意味は、発泡エンティティであって、長さ及び長軸、横幅及び横軸、厚さ
及び厚さ軸を伴い、３つの軸は互いに直交し、スラブ幅がスラブ厚さよりも大きい発泡エ
ンティティである。定義により、発泡スラブはスラブの長軸に沿って少なくとも本質的に
組成的に一様である。発泡スラブは、高密度化（例えば、非発泡）材料の存在を、高密度
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化材料がスラブの発泡体部分と同じ作業で形成される限り、スラブの一部として許容する
。その結果、その複数の部分は集合的に一体のスラブを構成する。
【００１２】
　一体とは、エンティティ（例えば、発泡スラブ）が、溶融フローストリームの合体及び
固化によって単一作業で形成され、エンティティに受け入れ難いほど損傷を与えることも
それを破壊することもなく部分に分離することはできないということを意味する。一体の
エンティティは、エンティティのすべての部分（例えば、層、部材など）が単一の（例え
ば、合体／固化）作業で形成されて互いに一緒にされて、部分が互いから分離できず互い
から取り外しできなくなっている限り、複合エンティティであってもよい。
【００１３】
　複合発泡スラブの意味は、一体の発泡スラブであって、主要な発泡相に加えて、高密度
化材料を含む少なくとも１つの副次的な発泡相を含む一体の発泡スラブである。
【００１４】
　高密度化という用語は、複合発泡スラブの副次的相を複合発泡スラブの主要な発泡相か
ら区別するために用いられ、その意味は、副次的相が示す相対密度は主要な発泡相のそれ
よりも少なくとも約１５％高いということである。「高密度化」という用語は説明の便宜
上、用いており、「高密度化」材料が発泡体であってはならないことを示すものではなく
、高密度化材料が最初に低めの密度で形成された後に処理されてその密度を増加させる材
料でなければならないことを要求するものでもない。
【００１５】
　相対密度（例えば、発泡材料の）は、材料（例えば、空気で満たされたセルを含む発泡
体）の全体密度を、材料のセル壁を構成する物質の密度で割ることによって得られる無次
元パラメータである。相対密度はしばしば低減密度（reduced density）と言われる。例
えば、ポリエステル発泡体であって、密度が０．５ｇ／ｃｃであり、密度が１．３５ｇ／
ｃｃのポリエステルで形成されるセル壁を含むポリエステル発泡体の場合、相対密度は約
０．３７である。従来の非発泡（及び多孔性でない）材料の場合、相対密度は少なくとも
本質的に１．０に等しい。
【００１６】
　ダイ開口の幾何学的形状及びパターン（例えば、ダイ高さ、ダイ横軸、開口高さ、並び
に横方向に隣接した、横方向に位置合わせした、及び横方向に合体されたなどの用語の意
味）に関係する種々の用語については、本明細書において後で規定して詳細に説明し、種
々の図を参照することにより補足していく。
【００１７】
　発泡ダイ
　本明細書では、図１の典型的な実施形態に示すような発泡ダイ１が開示される。発泡ダ
イ１を任意の好適な押出装置（図２の典型的な実施形態に示すような、また本明細書で後
に詳細に述べるような）とともに用いてもよい。発泡ダイ１は主ボディ２を含み、主ボデ
ィ２は作業面３を含んでいる。図３の正面平面図に示すように、作業面３は複数のダイ開
口１０を含んでいる。
【００１８】
　図３に示す典型的な配置に関して、ダイ開口１０はダイ１の横軸（ｌ）に沿って離間に
配置されて、ダイ幅（ＷＤ）を設定している。ダイ幅（ＷＤ）は、ダイ開口の最も遠くに
離れたエッジ間の、ダイの横軸に沿った距離として規定される。またダイ開口１０は、ダ
イ高さ（ＨＤ）も設定する。これは、ダイ開口の最も遠くに離れた位置の間（すなわち、
図３の典型的な実施形態に示すように、ダイ開口の「最も高い」及び「最も低い」エッジ
の間）のダイの高さ軸（ｈ）に沿った距離として規定される。ダイ１の高さ軸（ｈ）は定
義により、ダイ１の横軸（ｌ）に直交している（高さ軸（ｈ）及び横軸（ｌ）は両方とも
、ダイ開口から出る押出物フローの方向に直交している。この方向は図３及び図４の平面
外である）。例えば、高さ軸及びダイ高さなどの用語で用いる高さという用語、高さ軸に
沿った方向を示すために用いる垂直方向という用語）、及び、例えば、高さ軸に沿った位
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置を示すために用いる上方の／最も高い及び下方の／最も低いなどの用語は単に、本明細
書で示す典型的な図に対して説明の便宜上、使用し、地球に対する何らかの特定の方位を
必要とするものではない。（発泡ダイ１の「高さ」軸（ｈ）は、発泡ダイ１を用いること
によって形成される発泡スラブの「厚さ」軸（ｔ）に対応することが、後の説明で明らか
となる）。
【００１９】
　定義により、ダイ幅（ＷＤ）（ダイの横軸に沿った幅。この横軸に沿ってダイ開口が離
間に配置される）は、ダイ高さ（ＨＤ）よりも大きい。種々の実施形態において、ダイ幅
対ダイ高さの比は、少なくとも約１．１、１．２、１．５、２．０、４：１、８：１、又
は１２：１とすることができる。さらなる実施形態において、ダイ幅対ダイ高さの比は、
最大で約５０：１、３０：１、又は２０：１とすることができる。種々の実施形態におい
て、ダイ１は、ダイ高さとして少なくとも約４．０、８．０、１２、１６、２０、３０、
又は４０ｍｍを示してもよい。さらなる実施形態において、ダイ１は、ダイ高さとして最
大で約８０、４０、３０、２５、又は２０ｍｍを示してもよい。種々の実施形態において
、ダイ１は、ダイ幅として少なくとも約２．０、４．０、８．０、１０、２０、４０、１
００ｃｍ、又は少なくとも約０．５、１．０、又は２メートルを示してもよい。さらなる
実施形態において、ダイ１が示すダイ幅は、最大で約３、２、１、又は０．５メートル、
又は１００、８０、６０、５０、４０、３０、２５、又は２０ｃｍであってもよい。
【００２０】
　ダイ開口は、本明細書で説明する横方向位置合わせの条件が満たされる限り、図４の典
型的な開口パターンに対して示すように、任意の所望の中心間間隔（ｄｃ）で存在するこ
とができる。種々の実施形態において、中心間間隔（ｄｃ）は例えば、最大で約２５、２
０、１５、１０、８、６、４、２、又は１ｍｍであってもよい。さらなる実施形態におい
て、中心間間隔は、少なくとも約０．５、１、１．５、２、２．５、４、６、８、１０、
又は１５ｍｍであってもよい。中心間間隔は、種々の開口の間で必ずしも一定である必要
はない。したがって、この中心間間隔は平均値であってもよい。種々の実施形態において
、ダイ開口の総数は、少なくとも約１０、２０、３０、４０、８０、１００、２００、４
００、又は８００であってもよい。さらなる実施形態において、ダイ開口の総数は、最大
で約５０００、２０００、１２００、１０００、６００、４００、又は２００であっても
よい。
【００２１】
　定義により、ダイ開口１０は細長い形状を示し、その長軸は、ダイ１の高さ軸（ｈ）と
少なくとも実質的に位置合わせされ、ダイ１の横軸（ｌ）に少なくとも実質的に直交する
。ここ及び他で、実質的に位置合わせされたという用語は、角度合わせに関して用いた時
は、正確に合わせた場合のプラス又はマイナス１５度を意味する。同様に、実質的に直交
するという用語は、正確な直交のプラス又はマイナス１５度を意味する。種々の実施形態
において、ダイ開口が示す長軸は、ダイ１の高さ軸（ｈ）のプラス又はマイナス１０度、
又はプラス又はマイナス５度以内で位置合わせされていてもよい。いくつかの実施形態に
おいては（例えば、図３及び図４に示すように）、ダイ開口の長軸は、ダイ１の高さ軸（
ｈ）と少なくとも本質的に位置合わせされていてもよく、かつダイ１の横軸（ｌ）と少な
くとも本質的に直交していてもよい。しかし、これは厳密に必要とされるわけではない。
また、すべてのダイ開口は必ずしも、正確に同じ形状、高さ、幅、アスペクト比、ダイの
高さ軸（ｈ）に対する角度方向などを共有する必要はない。しかし、いくつかの実施形態
において（例えば、図３に示したように）、少なくとも一部のダイ開口は、少なくとも本
質的に同一の高さ及び／もしくは形状を共有してもよく、並びに／又はダイの横軸に沿っ
て少なくとも本質的に均一間隔に配置されてもよく、並びに／又は少なくとも本質的に同
じ角度方向を共有していてもよい。
【００２２】
　図４を参照して、種々の実施形態において、ダイ開口は、開口幅（Ｗｏ）として少なく
とも約０．２、０．４、０．５、０．６、０．８、１．０、１．５、又は２．０ｍｍを示
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してもよい。さらなる実施形態において、ダイ開口は、開口幅（Ｗｏ）として最大で約４
、３、２、１．５、１．０、０．８、０．７、又は０．６ｍｍを示してもよい。種々の実
施形態において、ダイ開口は、開口高さ（Ｈｏ）（図４に示すようにダイの長軸に沿って
測定した端部間距離を意味する）として少なくとも約４、８、１２、１６又は２０ｍｍを
示してもよい。さらなる実施形態において、ダイ開口は、開口高さ（Ｈｏ）として最大で
約１００、８０、４０、３０、２５、又は２０ｍｍを示してもよい。いくつかの実施形態
（例えば、図３に示す一般的なタイプの実施形態）において、すべての開口の開口高さは
、同じであってもよく、またダイ高さと等しくてもよい。しかし、これは厳密に必要とさ
れるわけではない。
【００２３】
　種々の実施形態において、ダイ開口が示す開口高さ（Ｈｏ）と開口幅（Ｗｏ）のアスペ
クト比は、少なくとも約４：１、６：１、８：１、１０：１、又は１２：１であってもよ
い。開口幅（Ｗｏ）は、ダイの横軸と少なくとも実質的に位置合わせされた方向に沿って
測定される。幅が開口の高さ（すなわち、長軸）に沿って変化する場合、アスペクト比の
計算において開口幅の平均値を用いてもよい。以下のことを強調しておく。すなわち、ダ
イ開口が細長い形状及び長軸を示して高さ／幅アスペクト比を示すことが求められる場合
、認識できる長軸、高さ、及び幅が当業者によって特定できさえすれば、開口が厳密に直
線状でなければならない（又は、例えば厳密にまっすぐな壁を有していなければならない
）ことは必要ではない。すなわち、必要に応じて、ダイ開口は例えば、長円形、円弧状（
例えば、バナナ形状）などであってもよい。いくつかの実施形態において、少なくとも一
部の開口は概ね「ドッグボーン」形状を含んでいてもよい。これが示す形状は、開口の第
１の終端（例えば、上端）に近接する位置における開口の幅（Ｗｏ）と、開口の第２の終
端（例えば、下端）に近接する位置における開口の幅とがそれぞれ、開口の長軸に沿って
（したがって、ダイの高さ軸（ｈ）に沿って）中央に位置する開口の部分における開口の
幅よりも大きいものである。典型的なドッグボーン形状のダイ開口を図７に示す。種々の
実施形態において、中心位置における開口の幅と開口の端部に近接する位置における開口
幅の比は、１．０に対する、少なくとも約１．２、１．４、１．６、１．８、２．０、２
．５、又は３．０であってもよい。
【００２４】
　ダイ開口の横方向に位置合わせされたパターン
　ダイ開口１０はダイ１０の横軸に沿って離間に配置されており、それらは横方向に位置
合わせされたパターンである。このような配置の優位点は、図５の（理想的な）図示を調
べることによって理解することができる。図５は、典型的な一体の発泡スラブ１１００が
、ダイ１の開口１０から放出された溶融発泡性押出物フローストリーム１０１０を合体及
び固化することによって生成される様子を示している。当業者であれば分かるように、溶
融発泡性押出物フローストリーム１０１０を、発泡ダイの横軸に沿って（横方向に位置合
わせされたパターンで）離間に配置された複数のダイ開口（開口は長軸が少なくとも実質
的にダイの高さ軸に沿って配向されている）から放出すると、その結果として、発泡スラ
ブ１１００が主に溶融発泡性押出物フローストリームの横方向の合体によって形成される
。すなわち、発泡スラブ１１００の形成は主に、溶融フローストリームが膨張し（主に、
ストリームがダイ開口を出ると始まる発泡に起因する）、横方向（図５の表現では左右）
に広がって、互いに合流して合体することによって行われる。
【００２５】
　このような開口配置及びそれを用いること、並びに結果として得られる発泡スラブ生成
物は、発泡スラブが、溶融発泡性押出物フローストリームを、長軸がダイの横軸に沿って
配向された少数のスロット開口（例えば、１つの開口）を通して放出することによって生
成される（例えば、従来の「コートハンガー」型ダイ／開口における）配置とは区別され
る。当業者であれば分かるように、このような「コートハンガー」型ダイ／開口・デザイ
ンを用いた場合に生じる横方向の合体はほとんどないか又はまったくないことがある。
【００２６】
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　また本明細書で開示する配置は、例えば、発泡スラブが、溶融発泡性押出物フロースト
リームを、横方向に位置合わせされていない（例えば、多数の開口を例えば複数の行及び
列のアレイで含む穿孔金属「ダイプレート」の）多数のダイ開口を通して放出することに
よって生成される配置とも区別され得る。当業者であれば分かるように、このようなデザ
インでは、溶融フローストリームが著しい程度まで合併及び合体することが、例えば少な
くとも概ねダイの高さ軸に沿う方向で生じる場合がある（主にダイの横軸に沿う方向に合
体が生じるのではなく）。本明細書で開示するような横方向に位置合わせされたダイ開口
を伴わないこのような従来のダイプレート配置の１つは、例えば、米国特許第３５７３１
５２号（Ｗｉｌｅｙ）に記載されている。本明細書における開示内容に基づいて当業者で
あれば分かるように、本明細書で開示する横方向に位置合わせされた開口配置によって、
いくつかの優位点が得られる場合がある。例えば、発泡スラブ生成物の均一性の増加、発
泡スラブをその長軸に沿って曲げたときの層状剥離に対する曲げ剛性及び／又は曲げ耐性
の増加などである。
【００２７】
　ダイ１を用いて発泡スラブ１１００を製造する方法は、合体距離（Ｄｃ）で特徴付けら
れてもよい。これは、図５に理想的で典型的な仕方で例示されている。合体距離（Ｄｃ）
は、溶融フローストリームのフローの方向に沿ったダイ開口１０からの（平均の）距離で
あり、ここで、横方向に隣接する溶融フローストリーム１０１０が（例えば、位置１１０
３で）互いに接触して、合併及び合体して、スラブ１１００を形成する。合体距離（Ｄｃ

）は当然のことながら、ダイ開口の横方向間隔の影響を受け得る。しかし（例えば、与え
られた開口間隔に対して）、合体距離（Ｄｃ）を、例えば押出材料のスループット速度に
よって、また例えば（例えば、発泡スラブを移動ベルト上又は移動ベルト間に集める場合
の）取り出し速度によって調整してもよい。合体距離（Ｄｃ）を、これらの装置構成及び
／又は動作状態のいずれか又は全部によって、所望する任意の値に調整してもよい。いく
つかの状況では、例えばフローストリームの表面がまだ十分に熱くてそれらの間の優れた
接合（例えば、溶融接合）を助長している時に溶融フローストリームを互いに接触させて
、発泡スラブ内に中空経路が存在しない（後述する）ことを確実にするなどのために、合
体距離（Ｄｃ）を最小限にすることが有利な場合がある。種々の実施形態において、合体
距離（Ｄｃ）は約５０、４０、３０、１０、４、２、又は１ｍｍ未満であってもよい。
【００２８】
　更に図５を参照して、隣接するフローストリーム１０１０が互いに接触する合流点１１
０３によって、最終的な発泡スラブ内に識別可能な境界面１１０２が生じてもよい。しか
し、例えば、発泡プロセス中に起こる場合がある横方向の広がりに起因して、いくつかの
実施形態では、このような境界面１１０２は、隣接するフローストリーム１０１０が出て
きたダイ開口１０の間隔より（発泡スラブの横幅にわたって）離間している場合がある。
【００２９】
　本明細書の開示内容では、形成されたスラブの長軸に沿って延びる内部の巨視的な中空
の（例えば、空気で満たされた）細長い経路が、ほとんどないかまったくない、一体の発
泡スラブの製造が可能であることが、実施例に基づいて分かるであろう。（状況によって
は、このような経路は、意図せず又は意図的に、溶融発泡性押出物フローストリームの少
なくとも一部の表面が、フローストリームが固化する前に他のフローストリームの面と十
分に接触しなかったことに起因して、形成され得る）。このような経路をほとんど又はま
ったく示さない一体の発泡スラブを、非経路化発泡スラブと言う。（スラブの長軸に沿っ
て延びる内部の巨視的な中空の細長い経路を、発泡体の実際のセルと混同してはならない
。また、発泡スラブの主表面又は副次的なエッジに沿って生じるわずかな不規則性は、内
部経路であると考慮されない）。非経路化スラブというのは、スラブの長軸（押出し方向
）に直交する平面に沿う断面で切断した時、本質的に、このような内部の巨視的な中空の
細長い経路を示さない（すなわち、露出した断面の総面積のパーセンテージとして測定し
て、平均して１％未満）場合のものである。したがって、少なくともいくつかの実施形態
では、本明細書で開示する一体の発泡スラブ（複合体スラブであってもよい）は一体の非
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経路化発泡スラブである。
【００３０】
　必要に応じて非経路化発泡スラブを製造できるということは、細長いダイ開口（例えば
、スロット）を通して溶融発泡性フローストリームを押し出すことが「コルゲーション」
と言われる現象を引き起こすことが当業者に知られていることを考慮すると、驚くべきこ
とである。「コルゲーション」では、放出された溶融押出物フローストリームが発泡時に
シワ又はうねりを示す。この現象は従来、溶融押出物フローストリームが開口の長軸に沿
う方向に膨張できることが少なくともある程度制限されている（なぜならば、その方向に
隣接する溶融材料によって膨張が妨げられるからである）ため、溶融流がこの軸に沿って
「波形をつける」ことに起因すると考えられている。本発明では、非経路化発泡スラブが
信頼性高く生成され、次のことを示している。すなわち、本明細書で説明するように、細
長いダイ開口を互いに隣接して横方向に位置させると、このような波形づけが生じ得るが
、それでもそれが、溶融フローストリームが合併及び合体して非経路化発泡スラブを生成
することを妨げない場合がある。
【００３１】
　図５を参照して、本明細書で開示する配置は、ダイ開口パターンの種々の幾何学的パラ
メータと、そこから溶融発泡性フローストリーム放出することによって形成された発泡ス
ラブの幾何学的パラメータとの間にある関係をもたらし得ることが分かる。種々の実施形
態において、発泡スラブのスラブ厚さは、少なくとも（平均して）ダイ高さよりも、少な
くとも約２％、最大で約５、１０、１５、２０、３０、５０、１００、又は２００％大き
くてもよい（パーセンテージはダイ高さに基づく）。（便宜上、発泡スラブの最短寸法を
示すものとして、「厚さ」という用語を選択した一方で、発泡スラブを製造するために用
いるダイ及びダイ開口の対応する寸法にとしては、「高さ」という用語がより適切である
と考えた。これらはすべて、図５に示す上／下方向に対応する）。特定の実施形態におい
て、ダイ開口１０を単一行で配列してもよく、ダイ開口の高さによってダイ高さが規定さ
れる（例えば、図１及び３～５の典型的な実施形態の場合のように）。種々の実施形態に
おいて、発泡体のスラブ厚さは開口高さよりも、少なくとも約２％、最大で約５、１０、
１５、２０、又は３０％大きくてもよい（パーセンテージは開口高さに基づく）。
【００３２】
　種々の実施形態において、発泡スラブのスラブ幅は少なくとも（平均して）、ダイ幅の
約プラス２％～約プラス５、１０、１５、２０、３０、５０、又は１００％であってもよ
い。種々の実施形態において、発泡スラブの幅は、発泡スラブのスラブ厚さの少なくとも
約１．１、１．２、１．５、２、４、６、８、又は１０倍であってもよい。さらなる実施
形態において、スラブ幅は、スラブ厚さの最大で約４００、２００、１００、８０、６０
、４０、２０、又は１０倍であってもよい。種々の実施形態において、スラブ幅は少なく
とも約２．０、４．０、８．０、１０、２０、３０、又は４０ｃｍであってもよい。さら
なる実施形態において、発泡スラブのスラブ幅は最大で約３、２、１、もしくは０．５メ
ートル、又は少なくとも約１００、８０、６０、５０、４０、３０、２５、もしくは２０
ｃｍであってもよい。種々の実施形態において、発泡スラブのスラブ厚さは少なくとも約
４、８、１２、１６、２０、３０、又は４０ｍｍであってもよい。さらなる実施形態にお
いて、発泡スラブのスラブ厚さは最大で約２００、１６０、８０、４０、３０、２５、又
は２０ｍｍであってもよい（このような値及び範囲はすべて、生成直後の発泡スラブに対
するもの、すなわち、何らかの切断又は切り取りを行う前のものである）。前述の説明は
主に、こうして形成された発泡スラブがダイ高さよりも少なくともわずかに厚い及び／又
はダイの横幅よりも少なくともわずかに幅が広い場合に焦点を当てているが、これは必ず
しもそうである必要はない。実際には、発泡性組成物の特定の特徴及び組成物を処理する
方法に応じて、こうして形成された発泡スラブは、例えば、厚さ及び／又は幅が、ダイ高
さ及び／又はダイ幅と同様であるか又はそれらよりもわずかに小さくてもよい（実施例３
によって示されている）。
【００３３】
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　横方向位置合わせ及び横方向隣接の決定
　横方向に位置合わせされた開口パターンの意味は、ダイの作業面の全開口面積の少なく
とも約８０％が、それぞれ少なくとも１つの他の開口に横方向に隣接する開口によって、
集合的に提供されるということである。与えられたダイ開口が少なくとも１つの他の開口
に横方向に隣接しているか否かは、幾何学的に点検することによって決定することができ
る。具体的には、与えられたダイ開口（例えば、図４の開口１０ａ）が、何らかの他のダ
イ開口（例えば、図４の開口１０ｂ）に横方向に隣接するということは、与えられた開口
の高さの少なくとも８０％に沿う（ダイの高さ軸に沿う）位置が、何らかの他の開口に横
方向に隣接しなければならないことを意味する。何らかの他の開口に横方向に隣接すべき
与えられた開口の垂直高さに沿った任意の特定の位置に対して、その位置から（具体的に
は、その位置における開口の近い方のエッジから）、ダイの横軸と位置合わせされた方向
に沿ってラインを延ばすと、約２５ｍｍの距離内で何らかの他の開口の近い方のエッジに
衝突する（この範囲における２つの開口間のエッジ間距離（ｄｅ）によって、多くの押出
し／発泡状態下で、２つの開口からの押出物の十分な合流及び合体が可能になり得ると考
えられる。しかし、当業者であれば分かるように、材料パラメータ及び／又は動作パラメ
ータ（例えば、スループット、密度、粘度、結晶化速度など）は、任意の特定の状況にお
いて、満足のいく合流及び合体を可能にする距離（ｄｅ）にある程度影響を及ぼす場合が
ある）。
【００３４】
　したがって、図４の典型的な図示において、開口１０ａの垂直方向の中心点は、エッジ
間距離（ｄｅ）が約２５ｍｍ以下でありさえすれば、隣接する開口１０ｂに横方向に隣接
している。実際には、図４のデザインにおいて、開口１０ａの垂直高さの少なくとも本質
的に１００％に沿った位置は、開口１０ｂに横方向に隣接している。同じ考察が、隣接す
る開口１０ｃに適用される。したがって、エッジ間距離が約２５ｍｍ以下であるならば、
図３及び図４のダイ開口の配置はしたがって、ダイ開口の典型的な横方向に位置合わせさ
れたパターンを表す。種々の実施形態において、隣接するダイ開口間のエッジ間距離は、
平均して、約２０、１５、１０、５、２、又は１ｍｍ未満であってもよい。種々の実施形
態において、隣接するダイ開口間のエッジ間距離は、平均して、少なくとも約０．１、０
．２、０．５、１、２、又は４ｍｍであってもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、ダイの作業面の全開口面積の少なくとも約８５、９０、
又は１００％は、それぞれ少なくとも１つの他の開口に横方向に隣接する開口群によって
、集合的に提供される。いくつかの実施形態において、ダイの作業面の全開口面積の少な
くとも約８０、９０、又は９５％は、それぞれ少なくとも２つの他の開口に横方向に隣接
する開口群によって、集合的に提供される。特定の実施形態において、作業面のすべての
開口（横方向に最も外側の開口は除く）はそれぞれ、少なくとも２つの他の開口に横方向
に隣接する（図３の典型的なデザインの場合と同様に、やはりエッジ間距離（ｄｅ）は約
２５ｍｍ以下であると仮定する）。
【００３６】
　さらなる実施形態において、少なくとも一部のダイ開口は、他のダイ開口に接近して横
方向に隣接していてもよく、すなわち前述したエッジ間距離が約６ｍｍ以下である。この
ような開口はしたがって、全開口面積の少なくとも約８０％が、それぞれ少なくとも１つ
の他の開口に接近して横方向に隣接する開口群によって集合的に提供されている限り、接
近して横方向に位置合わせされた開口パターンを形成してもよい。特定の実施形態では、
少なくとも一部のダイ開口を接近して横方向に詰めてもよく、すなわち、前述したような
エッジ間距離が約４ｍｍ以下である。このような開口はしたがって、全開口面積の少なく
とも約８０％が、それぞれ少なくとも１つの他の開口に接近して横方向に詰められた開口
群によって集合的に提供されている限り、接近して横方向に詰められた開口パターンを形
成してもよい。
【００３７】
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　以下のことを強調しておく。図３及び図４は単に典型的な図示であり、開口の特定の配
置が横方向に位置合わせされているか否かを評価する前述の方法では、開口が厳密に一様
な仕方で配列されている必要はない。すなわち、種々の開口間のエッジ間距離（同様に種
々の開口間の中心間間隔）は必ずしも正確に同じでなくてもよい。また、前述したように
、横方向に位置合わせされていることに必要なのは単に、ダイの作業面の全開口面積の少
なくとも約８０％が、少なくとも１つの他の開口に横方向に隣接する開口群によって集合
的に提供されているということである。したがって、前述の条件が満たされる限り、また
開口パターンが主に溶融押出しフローストリームの横方向の合体によって発泡スラブを形
成する全体的効果を実現するものと、当業者によって容易に認識できる限り、多くの例え
ば小さめのダイ開口、及び／又は開口として長軸が少なくとも実質的にダイの高さ軸に沿
って配向されていない開口などを、作業面の任意の所望位置に目的に応じて設けてもよい
。特定の実施形態では、ダイの作業面の全開口面積の少なくとも約９０、９５、又は少な
くとも本質的に１００％が、少なくとも１つの他の開口に対して、横方向に隣接して、接
近して横方向に隣接して、又は接近して横方向に詰められた開口群によって集合的に提供
されてもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、ダイ開口を、図３及び図４に示す典型的な実施形態の場
合のように単一行で配列してもよい。いくつかの実施形態において、行が、同一直線状で
ある開口（図３及び図４の場合のように）から構成されていてもよく、すなわち、すべて
の開口の垂直方向の中心点は、少なくとも本質的に、ダイの横軸と位置合わせされた直線
上に位置する。（これに関連して、開口の垂直方向の中心点は、開口の長軸に沿って開口
の「最も高い」及び「最も低い」端部間の中間の点である。垂直方向の中心点ＣＰｖを図
４に示す）。いくつかの実施形態において、開口の組は、ジグザグ配置された行であって
もよく、すなわち開口の組の垂直方向の中心点は同一直線状にない。しかし、任意の組の
開口（例えば、ずれているか又はジグザグ配置されている行）は、この組の開口間に少な
くとも多少の横方向の重なりが存在する限り（すなわち、ダイの横軸と位置合わせされた
直線を、この組の各開口の何らかの部分を通るように引くことができるならば）、やはり
単一行であると考えられる。このような行のジグザグ配置の程度は、行の開口間の横方向
の重なりの量（平均して）によって測定することができる。この横方向の重なりは、少な
くとも１つの他の開口と横方向に重なる開口の（ダイの高さ軸に沿った）垂直高さのパー
センテージとして表すことができる（開口の垂直高さに沿った点からダイの横軸に沿って
直線を延ばして、その線が任意の他の開口と接触するか否かを見ることによって評価する
）。図３の典型的な配置の横方向の重なりは当然のことながら１００％である。他の実施
形態において、ダイ開口の組の横方向の重なりは、例えば少なくとも約９５、９０、８５
、８０、７５、又は５０％であってもよい。
【００３９】
　前述した横方向の重なりを示さない開口の任意の組は、２つ（以上）の別個の行である
と考えてもよい。開口の任意の好適な数の行を所望により用いてもよい。しかし、種々の
特定の実施形態において、行の数は４未満、３未満、又は２未満（すなわち、前述したよ
うな単一行）であってもよい。１つの特定の典型的な実施形態を図６に示す。この実施形
態において、２行の開口（１２及び１３）が設けられ、それぞれ、上記で開示したような
横方向に隣接したダイ開口が含まれている（エッジ間距離が約２５ｍｍ以下の場合）。し
たがって、図６のデザインは、本明細書で開示するような開口の横方向に位置合わせされ
たパターンの基準を満たす。
【００４０】
　図６の特定のデザインにおいて、２行の開口が、垂直方向に積層された組（この場合は
対）として設けられている。すなわちある組の開口はダイの高さ軸に沿って互いに位置合
わせされている。このようなデザインは、本明細書で概説する条件が満たされる限り、横
方向に位置合わせされた開口パターンの定義に当てはまる。当然のことながら、図６に示
す一般的なタイプのデザインにおいて、垂直方向に積層された対の最も低い開口（例えば
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、開口１０）の上縁部とその対の最も高い開口（例えば、開口１０’）の下縁部との間の
垂直距離が短くなると、垂直方向に積層された開口対は、２つの開口が組み合わさっても
たらす全高及び全アスペクト比を有する単一開口のように機能する。任意の好適な数の垂
直方向に積層された開口を用いてもよい。種々の実施形態において、垂直方向に積層され
た開口の組は、２つ（図６の場合のように）、３つ、又は４つの開口を含んでいてもよい
。種々の実施形態において、垂直方向に積層された開口の組の開口間の垂直方向のエッジ
間距離は、平均して、約８、４、３、又は２ｍｍ以下であってもよい。
【００４１】
　発泡ダイ１は、開口１０が任意の所望の方法で設けられた任意の好適な構造とすること
ができる。ダイ開口の幅、高さ、及び間隔は、要望通りに選択してもよい（例えば、開口
を通る溶融流体フローの方向に沿う開口の長さと組み合わせて）。当然のことながら、こ
れらを、例えば溶融押出物のスループット並びに他のデザイン及び動作パラメータと組み
合わせて選択して、ダイ開口を通る適切な圧力降下が実現されるようにしてもよい。すな
わち、このようなパラメータを調整して、溶融発泡性組成物がダイ内で十分高圧に維持さ
れ、溶融発泡性組成物中に存在する少なくとも相当量の発泡剤が時期尚早に（例えば、溶
融発泡性フローストリーム１０１０がダイ開口１０を通してダイ１を出る前に）膨張する
ことがないようにすることができる。（ダイ開口内での発泡剤の若干の膨張を、発泡体生
成物の所望の特性が実現される限り、許容してもよい）。
【００４２】
　発泡ダイの構造
　これに関連して、次のことに注意されたい。すなわち、定義により、発泡ダイは、押出
しの通常の要求（例えば、高温に耐える、溶融ポリマー・フローストリームの漏れを示さ
ないなど）を満たすことに加えて、発泡プロセス中に生じるプロセス状態に耐えなければ
ならない。具体的には、発泡ダイは、有用な発泡体を形成する能力に受け入れ難いほど影
響を及ぼす程度まで、活性化された（例えば、気体又は蒸気）発泡剤の漏れを示してはい
けない（言い換えると、発泡ダイは、活性化された発泡剤を溶融有機ポリマー材料との溶
解状態に維持するのに十分な内圧を維持できなければならない）。したがって、発泡ダイ
は、そこから（液体、溶融フローストリームに加えて）気体／蒸気の漏れが生じるのを防
ぐか又は最小限にする増強された能力を保有しなければならない。したがって、ダイがこ
のような能力を保有しているという特定の情報がないと、従来の押出ダイは必ずしも発泡
ダイとは考えられない場合があることに注意されたい。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、開口１０は、任意の所望の方法で（例えば、放電加工、
レーザー切断、水切断などによって）例えばシート（この用語は大まかに用いており、例
えば厳密に平坦な構成は必要ではない）内に設けられた貫通開口部であってもよい。シー
トを、好適な材料（例えば、金属）で、かつ発泡体押出しに相応の圧力及び力に耐える好
適な厚さで形成してもよい。前述したような所望の開口長さを実現するように、このよう
なシートの厚さを選択してもよい（又は、開口を設けるべきシートの特定の領域について
、例えばその厚さを機械加工又は切断によって薄くしてもよい）。発泡ダイを形成するた
めに、このようなシートを、例えば、１つ以上のダイ空洞を含む主ボディに連結してもよ
い。連結は、開口がダイ空洞と流体連絡し、それによって、（例えば、少なくとも１つの
押出機から）ダイ空洞に送出された溶融フローストリームが複数のフローストリームに分
割されて、その後、ダイ開口に送出され得るような方法で行う。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、発泡ダイ１は、少なくとも部分的には、加圧下で互いに
層状にされてシムスタックを形成する複数のシムによって提供されてもよい。特定の実施
形態において、各シムは、発泡ダイの高さ軸（ｈ）と少なくとも実質的に平行な主要面を
示してもよい。このようなシムを組み合わせて、発泡ダイのダイ開口を集合的に規定する
ことができ、発泡ダイの主ボディを規定することができ、またダイ開口の少なくとも一部
に流体連通された少なくとも１つのダイ空洞（主ボディ内）を規定することができる。シ
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ムスタックダイのより詳細が、同時係属中の米国特許仮出願第６２／０６７８９０号（本
出願と同日付で出願）、発明の名称「Ｓｈｉｍ－Ｓｔａｃｋ　Ｆｏａｍｉｎｇ　Ｄｉｅ」
（代理人整理番号７５７８８ＵＳ００２）に見られる。なおこの文献は、本明細書におい
て参照により全体として取り入れられている。
【００４５】
　材料
　発泡ダイ１を用いて、任意の好適な溶融発泡性組成物（任意の所望の有機ポリマー材料
を任意の好適な発泡剤と組み合わせて含む）を処理してもよい。好適な有機ポリマーを、
任意の熱可塑性（溶融押出可能）組成物から選択してもよい。例えば、１つ以上のホモポ
リマー、コポリマー（ランダム、ブロック、グラフトなどのいずれでも）、種々のホモポ
リマーもしくはコポリマーの混合物又はブレンド、などである。特定の実施形態において
、任意のこのようなポリマーを、必要に応じて分岐してもよい（例えば、より高い溶融強
度を得るために）。好適な有機ポリマーは、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル、ポ
リアクリリック、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリスチレンなどから
選択してもよい。任意の好適な添加物を、このような添加物が組成物の発泡能力を容認で
きないほどに妨げるわけではない限り、含めてもよい。例えば、無機充填剤、補強充填剤
、顔料などの１つ以上の無機添加物を用いてもよい（例えば、タルク、シリカ、粘土、チ
タニア、ガラス繊維、ガラス気泡、プレートレット、ナノ粒子、ナノチューブなど）。他
の添加物としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、鎖延長剤、帯電防止剤、ヒンダードアミ
ン光安定剤、加水分解安定剤、成核剤、加工助剤、難燃剤、着色剤、スリップ剤などを挙
げてもよい。これらの添加剤はいずれも、所望される任意の組み合わせで使用できる。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、有機ポリマー材料はポリオレフィン材料であってもよい
。好適なポリオレフィン材料の非限定的なリストには、例えば、ポリプロピレン、ポリエ
チレン、ポリブチレン、ポリ（４－メチル－１－ペンテン）、並びにこれらのいずれかの
コポリマー及びブレンドが含まれる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、有機ポリマー材料はポリエステル材料であってもよい。
「ポリエステル」の意味は、少なくとも約７０重量％の有機ポリマー材料がエステル結合
を有するホモポリマー及び／又はコポリマーである任意の材料である。種々の実施形態に
おいて、エステル結合ポリマー鎖は、材料の重量の少なくとも約８０％、少なくとも約９
０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９８％、又は少なくとも９９．５％を構成する
。種々の実施形態において、ポリエステルは、少なくとも７０重量％のポリエチレンテレ
フタレート、少なくとも８０重量％のポリエチレンテレフタレート、少なくとも９０重量
％のポリエチレンテレフタレート、又は少なくとも９５重量％のポリエチレンテレフタレ
ートである。さらなる実施形態において、ポリエステル材料は本質的にポリエチレンテレ
フタレートからなる。この状況は、エチレングリコール以外のグリコールから得られる少
量（例えば、約２．０モル％未満）のモノマー単位の存在を排除するものではないと理解
される。
【００４８】
　好適なポリエステルとしては、例えば、ヒドロキシル含有モノマー及び／又はオリゴマ
ー（例えば、鎖延長剤）と、ポリ酸含有又はポリエステル含有モノマー及び／又はオリゴ
マー（例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボキシレートなどのジカ
ルボン酸もしくはジエステル）との縮合重合によって一般的に形成されるものが挙げられ
る。このようなポリエステルは、ポリ酸から、又はこのような材料の任意のエステル形成
等価物から（例えば、最終的にポリエステルを得るために重合することができる任意の材
料から）形成してもよい。そのようなポリエステルは、任意の好適なヒドロキシル含有鎖
延長剤、又は増量剤の混合物から製造され得る。一般的に用いる鎖延長剤には例えば以下
が含まれる。炭素数２のジオールであるエチレングリコール（２Ｇ、テレフタル酸又はエ
ステルと重合されるとポリエステル「２ＧＴ」となる）、炭素数３のジオールである１，
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３プロパンジオール（３Ｇ、テレフタル酸又はエステルと重合されるとポリエステル「３
ＧＴ」となる）、及び炭素数４のジオールである１，４ブタンジオール（４Ｇ、テレフタ
ル酸又はエステルと重合されるとポリエステル「４ＧＴ」となる）。２ＧＴに用いられる
他の名称はポリエチレンテレフタレート又はＰＥＴ、３ＧＴに用いられる他の名称はトリ
メチレンテレフタレート（ＰＴＴ）又はポリプロピレンテレフタレート（ＰＰＴ）、そし
て４ＧＴに用いられる他の名称はポリブチレンテレフタレート又はＰＢＴである。ポリエ
ステルを、例えば、任意の好適なポリ酸含有もしくはポリエステル含有モノマーもしくは
オリゴマー又はそれらの組み合わせから形成してもよい。いくつかの実施形態において、
このようなモノマー又はオリゴマーを、結果として得られるポリエステルが芳香族ポリエ
ステルとなるように選択してもよい。他の実施形態において、それらを、結果として得ら
れるポリエステルが脂肪族ポリエステルとなるように選択してもよい。前述のポリエステ
ルのうちのいずれかのブレンド（例えば、脂肪族と芳香族）を、脂肪族／芳香族コポリマ
ーとして用いてもよい。
【００４９】
　有用であり得るポリエステル（発泡性組成物で用いる場合だけでなく、高密度の、例え
ば非発泡性組成物で用いる場合も）のさらなる詳細は、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｂｏｎ
ｄｇ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」というタイトルの米国特許出願第１
４／３６３１３２号に記載されている。この出願は、２０１５年２月１９日に米国特許出
願公開第２０１５／００４７７７４号として公開されており、本明細書においてその全体
において参照により取り入れられている。特定の場合として、ポリエステルを発泡性組成
物中で用いる場合、（例えば溶融組成物の溶融強度を高めるために）発泡性組成物に鎖延
長剤が含まれていることが有利な場合がある。多くの場合に、無水フタル酸、無水マレイ
ン酸、もしくはピロメリト酸二無水物（ＰＭＤＡ）などの無水物、及び／又は特定のアジ
リジン、エポキシド及びジアミンなどの化合物を、このような目的に対して用いる。
【００５０】
　溶融発泡性組成物は、任意の好適な発泡剤（しばしば起泡剤と言う）を任意の有効量で
含んでいてもよい。このような発泡剤は多くの場合に、物理発泡剤（すなわち、化学反応
を何ら伴うことなく、例えば揮発又は気化などの物理的相変化を起こす分子）又は化学発
泡剤（化学反応が典型的に起こって気体又は揮発性分子が遊離される）と大まかに分類さ
れる。物理発泡剤の非限定的な例としては、種々の気体（例えば、アルゴン、ヘリウム、
窒素、二酸化炭素など）が挙げられる。さらなる例としては、種々のプロパン、ブタン、
ペンタン、ヘプタンなどの炭化水素を含む揮発可能な液体が挙げられる。このような物理
発泡剤を、例えば、加圧下で（例えば、押出機のバレル内の）ポリマー溶融体又は初期溶
融体に（液体として、又は気体としてのいずれでも）注入してもよい。化学発泡剤の非限
定的な例としては、例えば以下のものが挙げられる。アゾジカルボンアミド、オキシビス
（ベンゼンスルホニルヒドラジッド）、フェニルテトラゾール、及びアルカリ炭酸塩（例
えば、炭酸ナトリウム及び／又は重炭酸ナトリウムを含む）。このような薬剤を、例えば
溶融添加物として例えば押出機内に挿入して、押出したい有機ポリマー材料と予混合する
等を行ってもよい。任意のタイプの任意の発泡剤の混合物を、要望通りに用いてもよい。
種々の実施形態において、発泡剤（又は２つ以上の発泡剤の組み合わせ）が発泡性組成物
中に、少なくとも約０．１、０．５、１．０、２．０、又は４．０重量パーセント、最大
で約２０、１５、１０、８．０、又は６．０重量パーセントというレベルで存在していて
もよい。
【００５１】
　押出装置
　発泡ダイ１を任意の好適な押出装置とともに用いてもよい。１つの典型的な押出装置を
図２に示す。発泡ダイ１は定義により、溶融発泡性フローストリーム（例えば、溶融発泡
性組成物を含む）を受け取るように構成された少なくとも１つのダイ空洞を含んでいる。
押出機を用いて溶融発泡性フローストリームをダイ１のダイ空洞に送出してもよい。これ
は、必要に応じてギア・ポンプ５１２を介して及び／又はフィードブロック５１３を介し
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て行ってもよい（したがって、ダイ空洞が押出機から溶融フローストリームを受け取ると
いう考え方には、例えば、ギア・ポンプ及び／もしくはフィードブロック又は任意の他の
補助機器を用いて、フローストリームを押出機出口からダイ空洞へ送出する場合が包含さ
れる）。多くの場合、発泡性組成物を伴う押出しにおいて、一列に並ぶ２つの押出機を含
む押出装置を用いることが好都合な場合がある。この場合、第１の押出機５１１（例えば
比較的高い圧縮比で動作する）を用いて、所望の組成物を溶融して、溶融した組成物を（
直接的であろうとギア・ポンプなどを通そうと）第２の押出機５１０へ送出する。第２の
押出機（例えば比較的低い圧縮比で動作する）は、主に計量及び／又は冷却機能を行って
もよい。いくつかの実施形態において、押出装置は２つの押出機（又は２対のタンデム型
押出機）を含んでいてもよい。これらは、並行して動作されて、例えば、異なる溶融組成
物を異なるダイ空洞に与える。これについては、本明細書において後により詳細に述べる
。
【００５２】
　必要に応じて、押出装置は１つ以上の発泡剤入力ポート５１４を含んでいてもよい。発
泡剤入力ポート５１４を用いて、１つ以上の発泡剤を溶融又は初期溶融組成物内に注入し
てもよく、その結果、組成物が発泡性組成物になる。図２の典型的な実施形態では押出機
５１４上に配置されていると示しているが、このような発泡剤入力ポートは、（例えば、
押出機の長さに沿って、又はタンデム型押出機セットアップを用いた場合には、押出機の
長さ又は押出機間の長さに沿って）押出装置の任意の好適な位置に配置してもよい。
【００５３】
　少なくともいくつかの実施形態において、発泡ダイ１は、溶融発泡性押出物フロースト
リーム１０１０を、成形用空洞の内部ではない未画定スペース（図２に示す）内に連続的
に放出するように構成してもよい。すなわち、このような実施形態では、押出し／合体プ
ロセスは連続発泡スラブ１１００を製造する連続プロセスであって、例えば、溶融発泡性
組成物が周期的にバッチで射出成形空洞（例えば、１つ以上のスプルー、ゲートなどを除
いたすべての側面上で完全に境界がある）内に送出される射出成形処理ではない。したが
って、いくつかの実施形態では、ダイ１を用いて溶融押出物を「開放空気」中に押し出し
てもよく、合体されたストリームは次に、例えば移動ベルト（どの図にも示さず）上に集
められる。しかし、必要に応じて、１つ以上の形成プレートを例えば、初期発泡スラブの
一方又は両方の主表面に近接して設けて、例えば比較的滑らかな主表面を伴う少なくとも
概ね矩形スラブとしての発泡スラブの製造を増強してもよい。必要に応じて、溶融押出物
を２つの移動ベルト間のスペース内（例えば、いわゆる二重ベルト・プレス内）に送出し
てもよい。これによって、発泡スラブの表面の平滑性が高まる場合があり、及び／又は要
望通りに発泡スラブの厚さが制御される場合がある。形成プレート（しばしば当該技術分
野では校正器と言われる）又は二重ベルト・プレスを用いることは、空洞内へのバッチ式
射出成形とは区別される。特定の実施形態では、形成プレートも、二重ベルト・プレスも
、ダイ１とともに用いない。
【００５４】
　溶融押出物／初期発泡体が放出される環境は、初期発泡体の膨張の比率又は量、初期発
泡体のセルの成長／合体／潰れなどに適切に影響する任意の方法で制御してもよい。好適
なパラメータとしては、例えば、全体圧力、溶融押出物が放出される先の気体環境におけ
る特定の気体の濃度、及び／又はこのような環境の温度を挙げてもよい。したがって、例
えば、溶融押出物を取り出しベルト上又は二重ベルト積層の２つのベルト間に集めた場合
に、要望通りにベルトの温度を制御してもよい。又は、溶融押出物が放出される空気（又
は一般的に気体）環境の温度を要望通りに制御してもよい。
【００５５】
　ダイ１の配向（溶融流が例えば未画定スペース内に押出される時に沿う方向を規定する
）は、要望通りに任意の方向とすることができる。すなわち、押出しは必ずしも、地球に
対して純粋に水平方向、又は純粋に垂直方向に起こる必要はない。以下のことを強調して
おく。垂直方向、高さ、最も高い、最も低いなどの用語を本明細書で用いることは、説明
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の便宜上、例えば図３～図５に関してであり、地球に対する任意の特定の配向の意味は含
まれていない。
【００５６】
　積層
　いくつかの実施形態において、基材（例えば、シート状の基材）を一体の発泡スラブ１
１００の主表面に積層してもよい。これは、任意の好適な方法で、任意の所望の積層方法
を用いて、例えば接着剤などを用いることによって、行ってもよい。特定の実施形態にお
いて、このような積層を一列で行うこと、すなわち、フローストリーム１０１０の合体に
よってスラブ１１００が生成された実質的に直後に基材をスラブ１１００に積層すること
を、ダイ１及び押出装置と物理的に一列で同じ場所に配置された積層装置を用いることに
よって行うことが有利な場合がある。これは、例えば、方式として、スラブ１１００を生
成した後に、スラブを積層装置まで移動させて、そこに基材を積層する時まで保存する方
式と対照的であってもよい。任意の好適な接合方法を用いてもよいが、このような一列の
積層を、スラブ１１００が完全に冷却される及び／又は固化される前に行うことにより、
例えば、基材（これ自体が加熱されて接合プロセスを促進してもよい）とスラブ１１００
の主表面との間の溶融接合を高めることが有利な場合がある。いくつかの実施形態におい
て、少なくともスラブ１１００の主表面とスラブ１１００の表面に接合される基材の主表
面とは、互いに溶融接合性である。溶融接合性材料のさらなる態様についての説明を、本
明細書の他の場所で、複合発泡スラブの主要及び副次的相の説明において行う。これらの
説明及び典型的な材料のリストは簡略にするためにここに含めないが、発泡スラブ１１０
０の主表面に積層してもよい任意の基材の材料に対して同様に適用可能であると見なさな
ければならない。
【００５７】
　任意の所望の基材を任意の発泡スラブに、要望通りに積層してもよい。好適な基材を、
例えば、金属箔、金属メッシュ、無機繊維ウェブ例えば繊維ガラス又は岩綿などから選択
してもよい。いくつかの実施形態において、積層される基材は有機ポリマー基材であって
もよい。特定の実施形態において、このような基材は繊維性材料であってもよい。例えば
、任意の好適な組成物の布、不織布ウェブ、織物又は編物ウェブ、スクリム又はネットな
どである。いくつかの実施形態において、このような基材は、反応性材料が事前に含浸さ
れた繊維性材料であってもよい（例えば、エポキシなどの「プリプレグ」を含むガラス繊
維基材であってもよい）。いくつかの実施形態において、基材は任意の好適な組成物の有
機ポリマー・フィルム又はシートであってもよい（例えば、繊維強化フィルム又はシート
を含む）。特定の実施形態において、このようなフィルムは、ポリエステル・フィルム、
例えば２軸配向ポリエステル・フィルムであってもよい。特定の実施形態において、発泡
スラブに積層されるポリマー・フィルムは、フラッシュランプされたフィルムであっても
よい。フィルムをフラッシュランプするのに用いてもよいプロセスの詳細は、以下の文献
に詳細に示されている。米国特許出願第１４／３６３１３２号、発明の名称「Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｏｆ　Ｂｏｎｄｉｎｇ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」、米国特許
出願公開第２０１５／００４７７７４号として２０１５年２月１９日に公開。なおこの文
献は本明細書においてその全体において参照により取り入れられている。
【００５８】
　いくつかの実施形態において、基材を積層させる一体の発泡スラブは、少なくとも主要
な発泡相及び副次的な高密度化相を含む一体の複合発泡スラブであってもよい。高密度化
相は、例えば非発泡材料で形成してもよく、これについては以下で詳細に説明する。いく
つかの実施形態において、このような複合発泡スラブの副次的相は、本明細書で説明する
ような１つ以上の細長い部材という形を取ってもよい。いくつかの実施形態において、こ
のような複合発泡スラブの副次的相は、基材が積層される少なくとも第１の（及び任意で
第２の）表面層という形を取ってもよい。このような表面層が、例えば、発泡相に接合す
る場合と比べて特定の基材を容易に接合し得る結合層として機能することは、特に有利な
場合がある。例えば、特定の実施形態において、例えば、ポリエチレンテレフタレートの
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主要発泡相（層）に、ポリエチレンテレフタレート基材（例えば、フィルム又は不織布ウ
ェブ）が積層されている時に、例えば、グリコール変性ポリエチレンテレフタレートなど
を含む結合層を用いてもよい。いくつかの実施形態において、スラブ１１００の第１の基
材を第１の主表面に積層（例えば、溶融接合を介して一列に積層）してもよく、第２の基
材をスラブ１１００の第２の主表面に同様に積層してもよい。
【００５９】
　複合発泡スラブ
　いくつかの実施形態において、本明細書で開示する装置及び方法を用いて、以前に規定
した主要な発泡相及び副次的な高密度化相を含む複合発泡スラブを製造してもよい。いく
つかの実施形態において、ダイ１のダイ開口は、発泡性組成物である第１の溶融組成物を
含む第１の溶融フローストリームを受け取るように構成されたダイ１の第１のダイ空洞に
流体連通されたダイ開口の第１セットと、第２の溶融組成物を含む第２の溶融フロースト
リームを受け取るように構成されたダイ１の第２のダイ空洞に流体連通されたダイ開口の
第２セットとを含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、第１及び第２の溶融組
成物は本質的に同一であってもよく（例えば、両方のダイ空洞に同じ押出機又はタンデム
型押出機の対によって送出される単一の発泡性組成物）、これを、例えば押出しプロセス
をより微細に制御できるように、第１及び第２のダイ空洞とダイ開口のセットとを通して
処理する。他の実施形態において、第１及び第２の溶融組成物は、例えば複合発泡スラブ
である発泡スラブを製造するために互いに異なっていてもよい。このような実施形態にお
いて、第２の溶融組成物を第２のダイ空洞に（したがってダイ開口の第２セットに）、第
１の押出機（又はタンデム型押出機の対）とは異なる第２の押出機から供給してもよい。
これを図２の典型的な配置において示す。このような配置では、第１のダイ開口を用いて
、例えば複合発泡スラブの主要な発泡相を生成してもよく、第２のダイ開口を用いて、例
えば複合発泡スラブの副次的な高密度化相を生成してもよい。
【００６０】
　この一般的なタイプのいくつかの実施形態において、ダイ開口の第２セットを、第２セ
ットの少なくとも選択されたダイ開口がそれぞれダイ開口の第１セットの一対のダイ開口
間に別個に横方向に挟まれる配置で設けることができる。このタイプの典型的な配置を図
８に示す。第２のダイ開口１０ｓがそれぞれ別個に、一対の第１のダイ開口１０ｆ間に横
方向に挟まれている。この用語の意味は、単一の第２のダイ開口１０ｓが２つの第１のダ
イ開口１０ｆ間に横方向に位置することである。第１のダイ開口１０ｆ間には、第２のダ
イ開口１０ｓ以外に横方向に開口はない。図８の典型的な配置において、第１のダイ開口
１０ｆはすべて、概ねドッグボーン形状であり、第２のダイ開口１０ｓは概ね長円形又は
矩形形状であり、また第１のダイ開口１０ｆよりも高さがわずかに短い。しかし、図８の
ダイ開口はやはり、ダイ開口の横方向に位置合わせされたパターンの基準を満たすことを
理解されたい。
【００６１】
　このような配置によって得られる複合発泡スラブは、細長い高密度化（例えば、非発泡
）部材であって、スラブの長軸に沿って連続的に延び、かつ発泡スラブの幅の少なくとも
一部にわたって離間に配置される部材を含んでいてもよい。これについては、本明細書で
後に詳細に述べる。後述するように、いくつかの実施形態では、第２のダイ開口は高密度
化押出物（例えば、非発泡性組成物）を放出して、例えば、強化ビーム又はレールの形態
の細長い部材をもたらしてもよい。このような組成物は必ずしも、（例えば第１のダイ開
口から放出される）発泡性組成物が膨張するほどには横方向に膨張しなくてもよい。これ
を考慮して、任意の第２の開口と、それを横方向に挟む第１の開口との間の間隔を所望に
より短くして、十分な横方向の合体が確実に実現されるようにしてもよい。また、第２の
開口の高さ（ダイの高さ軸に沿って）を、要望通りに第１の開口の高さに対して選択して
、例えば任意のこのような細長い部材が複合発泡スラブの発泡層内に「埋め込められる」
ようにするか、又は、逆に、細長い部材によって複合発泡スラブの主表面の少なくとも一
部が与えられるようにしてもよい。任意の２つの第２の開口間に設けられる第１の開口の
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間隔及び／又は数を選択することによって、例えば、こうして形成される発泡スラブの幅
にわたる細長い部材の所望の間隔を実現してもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、表面層の形態の副次的相（例えば、非発泡表面層などの
高密度化表面層）を含む複合発泡スラブを生成してもよい。この表面層は、スラブの長軸
に沿って連続的に延び、少なくとも概ね、実質的に、又は本質的に発泡スラブの少なくと
も１つの主表面の横幅にわたって延びていてもよい。これは、例えば、ダイのダイ開口１
０の少なくとも一部が、多層溶融フローストリームを受け取るように構成されたダイ空洞
と流体連通する配置によって実現してもよい。これは、例えばフローストリームをフィー
ドブロック５１３へ送出する複数の押出機（例えば、図２に示すような押出機５１０及び
５１５）を用いることによって、構成されてもよい。このフィードブロック５１３は、複
数層のフローストリームを合わせて多層フローストリームにすることができる多層フィー
ドブロックである。これは、当業者であればよく理解できるであろう。例えば、図２を参
照して、押出機５１０は、一次の溶融組成物を含む一次溶融フローストリームを送出して
もよく、押出機５１５は、二次溶融組成物を含む二次溶融フローストリームを送出しても
よく、多層フィードブロック５１３は、フローストリームを合わせて多層フローストリー
ムにして、これをダイ１のダイ空洞に送出してもよい。ダイ空洞は次に、多層フロースト
リームを複数の多層フローストリームに分割して、ダイ開口に分配する。
【００６３】
　図９に示すのは、多層溶融フローストリーム１０１０が３つのダイ開口１０から放出さ
れる典型的な実施形態である。フローストリーム１０１０は、垂直方向に積層された多層
フローストリームであり、各多層フローストリーム１０１０は、多層フローストリームの
少なくとも垂直方向中央層となる一次溶融層１０１１と、第１の二次溶融層１０１２、及
び第２の二次溶融層１０１３とを含み、第１及び第２の二次溶融層は一次溶融層１０１１
を垂直方向にサンドイッチする外層になる。図９の特定の例示的な実施形態に示すように
、異なるダイ開口から放出される多層フローストリームは、組成及び対応する層の位置付
けが少なくとも実質的に同一であってもよい（例えば、多層フローストリームを同じダイ
空洞から供給してもよい）。あるいは、異なるダイ開口は、例えば、層の配置及び／もし
くは厚さにおいて、層のうちの少なくとも１つの組成において、又はこれらのパラメータ
の任意の組み合わせにおいて異なる多層フローストリームを放出してもよい。
【００６４】
　当然のことながら、この一般的なタイプの多層フローストリームが押出されると、各多
層フローストリーム内の一次溶融層及び二次溶融層が一体の塊として固化できる（すなわ
ち、互いに溶融接合する）ようにすることができる。このプロセスを、すでに記載した発
泡及び横方向の合体に加えて行ってもよく、これによって、例えば、スラブの長軸に沿っ
て連続的に延びる少なくとも１つのシート状の層などの形態である副次的相を含んでよい
一体の複合スラブを形成してもよい。例えば、他の任意のダイ開口（例えば、一次溶融層
１０１１と同じ組成の単層フローストリームを放出してもよい）の存在に依存して、副次
的相はスラブの横幅にわたって連続的に延びてもよいし延びなくてもよい。多くの実施形
態において、シート状層は、スラブの少なくとも８０、９０、９５、もしくは９８％、又
は本質的に全横幅にわたって、連続的に延びてもよい（スラブの長軸に沿って連続的に延
びることに加えて）。
【００６５】
　当然のことながら、図９に示す典型的な実施形態では開口はまっすぐな矩形開口である
が、必要に応じて（例えば、図７に示す一般的なタイプの）「ドッグボーン」型開口を用
いてもよい。これは有利なことに、外側の二次溶融層１０１２及び１０１３が横方向に広
がってそれぞれ表面層（それぞれ、例えばスラブの横幅にわたって連続的に延びる）を形
成するのを助ける場合がある（特に、これらのフローストリーム層が、例えば、中央層１
０１１の発泡性組成物ほどには横方向に広がらない場合がある非発泡性組成物である場合
）。図９の特定の説明図には、２つの二次溶融層が存在する例示的な実施形態を示す。し
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かし、他の実施形態において、例えば発泡スラブの１つの主表面のみにあるシート状層の
形態で副次的相を得ることが要求される場合、単一の二次溶融層のみを用いてもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、シート状の副次的相を、垂直方向に積層された多層フロ
ーストリームによってではなく、むしろ溶融発泡性フローストリームを送出する開口とは
別個の１つ以上の開口を用いることによって設けてもよく、別個の開口は、二次溶融層、
例えば高密度化層、例えば非発泡性層を送出してもよいことを理解されたい。このような
１つ又は複数の開口を、図３に示したものと同様の発泡ダイの作業面内に設けてもよく、
例えば、複数の開口１０の上方及び／又は下方に位置し、少なくとも実質的にダイ１の横
軸に沿って（例えば全ダイ幅（Ｗｄ）にわたって）延びる長軸を含む１つ又は複数の開口
として設けてもよい。あるいは、このような目的に対して、別個の開口を伴う別個のダイ
を、その作業面がダイ１の作業面の垂直方向上方又は下方にくるようにして配置してもよ
い。
【００６７】
　図９に示す一般的なタイプの実施形態では、一次溶融層１０１１には一次溶融組成物が
含まれ、二次溶融層１０１２（及び、もしあれば、１０１３）には二次溶融組成物が含ま
れる。いくつかの実施形態において、一次溶融組成物は発泡性組成物であってもよく、二
次溶融組成物は高密度化組成物であってもよい。（厳密に言えば、より高い密度は、固化
が終了するまで有効にならない場合がある。しかし、説明の便宜上、溶融組成物、フロー
ストリーム、又はフローストリームの層であって、固化して複合発泡スラブの高密度化副
次的相となるものを、高密度化という用語によって記述する）。したがって、以下のこと
に注意されたい。溶融発泡性フローストリーム（例えば、図９のフローストリーム１０１
０）という用語は、フローストリームが発泡性組成物だけから構成されなくてはならない
ことは求めない。むしろ、溶融発泡性フローストリームという用語には多層溶融フロース
トリームが包含されており、（いくつかの実施形態において）フローストリーム中に何ら
かの他の溶融層（例えば、高密度化層、例えば非発泡性層）が存在することを許容する。
【００６８】
　多層フローストリームの二次溶融組成物（又は開口の第２セットを通って放出される第
２の溶融組成物）は、例えば所望の効果を実現するために、第１又は一次（発泡性）溶融
組成物とは任意の所望の仕方で異なっていてもよい。例えば、第２又は二次溶融組成物は
、第１又は一次溶融組成物内に含まれるものと同様又は同一の溶融有機ポリマー材料に基
づく高密度化組成物であってもよいが、より少ない量の発泡剤を含むため、発泡の程度が
減少し、その結果、得られる複合発泡スラブの副次的な高密度化相となる。この場合もや
はり、以下のことを強調しておく。すなわち、高密度化という用語は特定の絶対密度を示
すことも要求することはまったくなく、複合発泡スラブの主要な発泡体相のそれよりも少
なくとも約１５％だけ高い相対密度を伴う副次的相を意味するだけである（前述したよう
に、この用語は、固化時にこのような副次的相を形成できる溶融組成物も示す）。実際に
は、いくつかの状況下で、発泡剤は一次溶融組成物から、一次溶融組成物が接触している
二次溶融組成物内に浸透（例えば、拡散）して、結果として得られる発泡スラブの副次的
な高密度化相内に少なくともいくつかのセルが形成されることが可能であってもよい。
【００６９】
　このニュアンスにもかかわらず、いくつかの実施形態において、第２又は二次組成物は
、非発泡性組成物、つまり、形成時に本質的に活性発泡剤を含まない組成物、であっても
よい（この考え方には、発泡剤は存在するが、溶融組成物の押出しが、本質的に発泡剤が
全く活性化されないような条件下（例えば、十分に低温）で行われる状況が包含される）
。このような非発泡性組成物は、固化されると、多くの場合に、（こうして形成された発
泡スラブの副次的な高密度化相の少なくとも一部の全体にわたって）相対密度として少な
くとも本質的に１．０を示してもよいことは、本明細書で以前に述べた通りである。特定
の実施形態では、第２又は二次溶融組成物は、溶融有機ポリマー材料を含む非発泡性組成
物であって、この溶融有機ポリマー材料は、第１又は一次発泡性溶融組成物の溶融有機ポ
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リマー材料と少なくとも実質的に同一であるが、本質的に発泡剤は含まない、非発泡性組
成物である。他の実施形態において、第２又は二次溶融組成物は第１又は一次（発泡性）
溶融組成物とは化学的に異なる。いくつかの実施形態において、このような差は比較的軽
微であってもよく、これによって有利なことに、合体プロセスの間に組成物が互いに混ざ
って及び／又は物理もしくは化学結合する能力が促進又は強化される場合がある。
【００７０】
　前述の説明は、高密度化組成物が溶融フローストリームに含まれて、結果として得られ
る一体の複合発泡スラブ中の副次的相をもたらしてもよい実施形態を示してきた。第１の
典型的な実施形態では、副次的相は細長い部材として、例えば補強レールとして存在して
もよい。第２の典型的な実施形態では、副次的相は、例えば１つ以上のシート状表面層と
して存在してもよい。（いくつかの実施形態において、両方のタイプの副次的相が存在し
てもよい）。全般的に、任意のこのような実施形態において、高密度化組成物を、必要に
応じて、共に用いる発泡性組成物と溶融接合性であるように選択してもよい、２つの組成
物に関して溶融接合性という用語が使われた時に意味するのは、組成物が共に溶融状態に
される時に（例えば、押出溶融フローストリームの合体によって）、組成物がそれらの間
の界面において許容できる溶融接合を示すということである（このような接合が、例えば
、主にポリマーの絡み合い、極性力、水素結合、疎水性相互作用などのいずれで起こるの
かとは関係なく）。いくつかの実施形態において、溶融接合性ポリマー材料は、互いに対
して相溶性ブレンドを形成することが可能であってもよい。このような材料の例としては
、例えば、あるポリエチレンテレフタレートと（例えば、わずかに異なる分子量及び／又
はコポリマー組成であり、異なる添加物パッケージを含むなど）他のポリエチレンテレフ
タレート；ポリエチレンテレフタレートとポリブチレンテレフタレート；ポリエチレンテ
レフタレートとグリコール変性ポリエチレンテレフタレートなどが挙げられる。他の材料
対は、互いに溶融接合性であることが知られている。例えば、ポリフェニレンオキサイド
とポリスチレン、ポリメチルメタクリレートとポリフッ化ビニリデンである。
【００７１】
　特定の実施形態において、複合発泡スラブの副次的相を形成するために用いるポリエス
テルは、グリコール変性ポリエステル（多くの場合に、頭文字ＰＥＴ－Ｇによって参照さ
れる）であってもよい。このようなポリマーは、例えば鎖延長剤（例えば、シクロヘキサ
ンジメタノールなど）を、別の鎖延長剤（例えばエチレングリコール）の少なくとも一部
の代わりに用いることによって得てもよい、これによって、材料の結晶化特性を、材料が
溶融接合する能力が高まるように変更してもよい。このような材料は、多くの場合にポリ
エチレンテレフタレートと溶融接合性であり、したがって、ポリエチレンテレフタレート
を含む発泡性組成物と合体してこれに非常に良好に接合することができてもよい。
【００７２】
　本明細書で開示する装置及び方法を用いて、例えば、横方向に合体された一体の発泡ス
ラブ及び横方向に合体された一体の複合発泡スラブなどの発泡スラブを製造してもよい。
横方向に合体された発泡スラブは、例えば、隣接するフローストリームの側面が互いに接
触して（このような合流点１１０３を図５に示す）、互いに接合する箇所の境界を定める
境界面１１０２（図５の典型的な理想的図示に示す）によって識別してもよい。このよう
な発泡スラブは、同時係属中の米国特許仮出願第６２／０６７８９６号（本出願と同日付
で出願）、発明の名称「Ｌａｔｅｒａｌｌｙ－Ｃｏａｌｅｓｃｅｄ　Ｆｏａｍ　Ｓｌａｂ
」（代理人整理番号７５７８９ＵＳ００２）に詳細に説明されている。なおこの文献は、
本明細書において参照により全体として取り入れられている。
【００７３】
　典型的な実施形態のリスト
　実施形態１は、溶融発泡性組成物を押出するための発泡ダイであって、横方向に位置合
わせされた複数のダイ開口を含む作業面であって、複数のダイ開口は発泡ダイの横軸に沿
って離間に配置されてダイ幅及びダイ高さを画定する、作業面を含み、ダイ開口はそれぞ
れ細長い形状を示し、その長軸は、発泡ダイの横軸に対して少なくとも実質的に直交して
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配向され、かつ発泡ダイの高さ軸に少なくとも実質的に位置合わせされ、ダイ開口はそれ
ぞれ、開口高さと開口幅のアスペクト比とが少なくとも約４：１である、発泡ダイである
。
【００７４】
　実施形態２は、実施形態１の発泡ダイであって、ダイ幅とダイ高さの比が少なくとも約
４：１である、発泡ダイである。実施形態３は、実施形態１の発泡ダイであって、ダイ開
口は開口高さと開口幅のアスペクト比が少なくとも約８：１である、発泡ダイである。実
施形態４は、実施形態１～３のいずれかの発泡ダイであって、発泡ダイのダイ開口はすべ
て、少なくともダイの高さ軸と本質的に位置合わせされ、かつ発泡ダイの横軸に沿って少
なくとも本質的に同一直線上に均一間隔に配置されている、発泡ダイである。実施形態５
は、実施形態１～４のいずれかの発泡ダイであって、ダイ開口は発泡ダイの横軸に沿って
単一行で離間に配置されている、発泡ダイである。実施形態６は実施形態１～４のいずれ
かの発泡ダイであって、ダイ開口が発泡ダイの横軸に沿って単一行で同一直線上に離間に
配置され、ダイ開口はすべて、少なくとも本質的に同一の高さを含み、高さは発泡ダイの
ダイ高さを画定する、発泡ダイである。
【００７５】
　実施形態７は、実施形態１～６のいずれかの発泡ダイであって、発泡ダイは、少なくと
も部分的には、加圧下で互いに層状にされてシムスタックを形成する複数のシムによって
与えられ、各シムは、発泡ダイの厚さ軸に少なくとも実質的に平行な主要面を示し、シム
は組み合わさって、発泡ダイのダイ開口を集合的に画定し、かつダイ開口に流体的に接続
された少なくとも１つのダイ空洞を画定する、発泡ダイである。実施形態８は、実施形態
１～７のいずれかの発泡ダイであって、発泡ダイは押出装置に流体的に結合され、押出装
置は、少なくとも１つの押出機を含むとともに、発泡ダイの少なくとも１つのダイ空洞に
溶融発泡性フローストリームを連続的に供給するように構成されている、発泡ダイである
。実施形態９は、実施形態８の発泡ダイであって、押出装置は、一列に並んで互いに流体
的に接続された第１及び第２の押出機を含む、発泡ダイである。実施形態１０は、実施形
態１～９のいずれかの発泡ダイであって、発泡ダイは、少なくとも溶融発泡性組成物を含
む溶融発泡性押出物フローストリームを、射出成形空洞の内部ではない未画定スペース内
に連続的に放出するように構成されている、発泡ダイである。
【００７６】
　実施形態１１は、実施形態１～１０のいずれかの発泡ダイであって、複数のダイ開口は
、押出機から第１の溶融フローストリームを受け取るように構成された第１のダイ空洞に
流体連通されたダイ開口の第１セットと、押出機から第２の溶融フローストリームを受け
取るように構成された第２のダイ空洞に流体連通されたダイ開口の第２セットとを含む、
発泡ダイである。実施形態１２は、実施形態１１の発泡ダイであって、第１のダイ空洞は
、第１の溶融フローストリームを第１の押出機から受け取るように構成され、第２のダイ
空洞は、第２の溶融フローストリームを第１の押出機とは異なる第２の押出機から受け取
るように構成されている、発泡ダイである。実施形態１３は、実施形態１２の発泡ダイで
あって、ダイ開口の第２セットの少なくとも選択されたダイ開口は、ダイ開口の第１セッ
トのダイ開口の対の間にそれぞれ別個に横方向に挟まれている、発泡ダイである。実施形
態１４は、実施形態１～１３のいずれかの発泡ダイであって、複数のダイ開口のうちの少
なくとも一部のダイ開口は、多層フィードブロックから多層溶融フローストリームを受け
取るように構成されたダイ空洞と流体連通しており、多層フィードブロックは、少なくと
も２つの異なる押出機から溶融フローストリームを受け取り、溶融フローストリームを組
み合わせて多層溶融フローストリームにするように構成されている、発泡ダイである。
【００７７】
　実施形態１５は、実施形態１～１４のいずれかの発泡ダイであって、ダイ開口のうちの
少なくとも一部はそれぞれドッグボーン形状を含み、ドッグボーン形状では、開口の第１
の終端に近接する位置における開口の幅と、開口の第１の終端と概ね反対側の開口の第２
の終端に近接する位置における開口の幅とがそれぞれ、開口の長軸に沿って中央に位置す
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る開口の部分における開口の幅よりも大きい、発泡ダイである。実施形態１６は、実施形
態１～１５のいずれかの発泡ダイであって、横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間
間隔は最大で約１５ｍｍである発泡ダイである。実施形態１７は、実施形態１～１５のい
ずれかの発泡ダイであって、横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間間隔は最大で約
１０ｍｍである発泡ダイである。実施形態１８は、実施形態１～１５のいずれかの発泡ダ
イであって、横方向に位置合わせされたダイ開口の中心間間隔は最大で約５ｍｍである、
発泡ダイである。
【００７８】
　実施形態１９は、一体の発泡スラブを製造する方法であって、溶融発泡性押出物フロー
ストリームを、発泡ダイの複数のダイ開口のうちの少なくとも選択されたダイ開口を通し
て連続的に放出することであって、ダイ開口は、横方向に位置合わせされるとともに発泡
ダイの横軸に沿って離間に配置されてダイ幅及びダイ高さを画定し、ダイ開口はそれぞれ
細長い形状を示し、その長軸は発泡ダイの横軸に少なくとも実質的に直交して配向され、
ダイ開口はそれぞれ開口高さと開口幅のアスペクト比が少なくとも約４：１である、こと
と、溶融発泡性押出物フローストリームを発泡させ、合体させて一体の塊として固化させ
て、スラブ幅及びスラブ厚さを有する一体の発泡スラブを形成することと、を含む、方法
である。
【００７９】
　実施形態２０は、実施形態１９の方法であって、発泡ダイは少なくとも１つのダイ空洞
を含み、ダイ空洞は、押出装置から溶融発泡性フローストリームを連続的に受け取り、溶
融発泡性フローストリームを複数の溶融発泡性フローストリームに分割して、これらをダ
イ開口に連続的に送出し、そこから溶融発泡性押出物フローストリームとして放出する、
方法である。実施形態２１は、実施形態１９～２０のいずれかの方法であって、複数のダ
イ開口は、ダイ開口の第１セットとダイ開口の第２セットとを含み、ダイ開口の第２セッ
トのうちの少なくとも選択されたダイ開口は、ダイ開口の第１セットのダイ開口の対の間
にそれぞれの別個に横方向に挟まれており、及び、方法は、ダイ開口の第１セットを通し
て第１の溶融発泡性押出物フローストリームを連続的に放出することと、ダイ開口の第２
セットを通して第２の溶融押出物フローストリームを連続的に放出することと、第１の溶
融発泡性押出物フローストリームを発泡させることと、第１及び第２の溶融押出物フロー
ストリームを横方向に互いに合体させることと、合体した第１及び第２の溶融押出物フロ
ーストリームを一体の塊として固化させて、一体の複合発泡スラブを形成することと、を
含む、方法である。実施形態２２は、実施形態２１の方法であり、第２の溶融押出物フロ
ーストリームは高密度化溶融組成物を含む、方法である。実施形態２３は、実施形態２１
の方法であって、第２の溶融押出物フローストリームは本質的に溶融非発泡性組成物から
なる、方法である。
【００８０】
　実施形態２４は、実施形態１９～２３のいずれかの方法であって、溶融発泡性押出物フ
ローストリームのうちの少なくとも一部は垂直方向に積層された多層フローストリームで
あり、各多層フローストリームは、溶融発泡性組成物を含んで少なくとも多層フロースト
リームの垂直方向中央層となる一次溶融層と、多層フローストリームの外層となる二次溶
融層とを含み、本方法は、多層フローストリームの一次溶融層と二次溶融層とを一体の塊
として固化させて、一体の複合発泡スラブを形成することを含み、一体の複合発泡スラブ
は、一次溶融層から得られる主要な発泡層と、多層フローストリームの二次溶融層から得
られ、複合発泡スラブの主要な外面となるシート状層である副次的な表面層とを含み、主
要な発泡層と副次的な表面層とはそれぞれ、発泡スラブの幅にわたって発泡スラブの長さ
に沿って連続的に延びる、方法である。実施形態２５は、実施形態２４の方法であって、
多層フローストリームの二次溶融層は高密度化溶融組成物を含む、方法である。実施形態
２６は、実施形態２４の方法であって、多層フローストリームの二次溶融層は溶融非発泡
性組成物を含み、複合発泡スラブの副次的な表面層は本質的に非発泡層からなる、方法で
ある。
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【００８１】
　実施形態２７は、実施形態１９～２３のいずれかの方法であって、溶融発泡性押出物フ
ローストリームのうちの少なくとも一部は垂直方向に積層された多層フローストリームで
あり、各多層フローストリームは、溶融発泡性組成物を含んで多層フローストリームの垂
直方向中央層となる一次溶融層と、多層フローストリームの第１の外層となる第１の二次
溶融層と、多層フローストリームの第２の外層となる第２の二次溶融層とを含み、方法は
、多層フローストリームの一次溶融層と第１及び第２の二次層とを一体の塊として固化さ
せて、一体の複合発泡スラブを形成することを含み、一体の複合発泡スラブは、一次溶融
層から得られて発泡スラブの垂直方向中央層となる主要な発泡層と、多層フローストリー
ムの第１及び第２の二次溶融層からそれぞれ得られ、それぞれ一体の複合発泡スラブの主
要な外面となるシート状層である第１及び第２の副次的な表面層とを含み、主要な発泡層
と第１及び第２の副次的な表面層とはそれぞれ、発泡スラブの幅にわたって発泡スラブの
長さに沿って連続的に延びる、方法である。実施形態２８は、実施形態２７の方法であっ
て、第１及び第２の二次溶融層はそれぞれ高密度化溶融組成物を含む、方法である。実施
形態２９は、実施形態２７の方法であって、第１及び第２の二次溶融層はそれぞれ溶融非
発泡性組成物を含み、複合発泡スラブの第１及び第２の副次的な外面層はそれぞれ、本質
的に非発泡層からなる、方法である。実施形態３０は、実施形態２７の方法であって、一
次溶融層は本質的に溶融発泡性組成物からなる、方法である。
【００８２】
　実施形態３１は、実施形態１９～３０のいずれかの方法であって、溶融発泡性押出物フ
ローストリームは、射出成形空洞の内部ではない未画定スペース内に連続的に放出される
、方法である。実施形態３２は、実施形態１９～３０のいずれかの方法であって、一体の
発泡スラブの第１の主要な外面に第１の基材を連続的に一列に積層することを更に含む、
方法である。実施形態３３は、実施形態１９～３０のいずれかの方法であって、一体の発
泡スラブの第２の対向する主要な外面に第２の基材を連続的に一列に積層することを更に
含む、方法である。実施形態３４は、実施形態１９～３３のいずれかの方法であって、実
施形態１～１８のいずれかの発泡ダイを用いる、方法である。
【実施例】
【００８３】
　代表的な実施例
　同時係属中の米国特許仮出願第６２／０６７８９０号（本出願と同日付で出願）、発明
の名称「Ｓｈｉｍ－Ｓｔａｃｋ　Ｆｏａｍｉｎｇ　Ｄｉｅ」（代理人整理番号７５７８８
ＵＳ００２）に記載される一般的なタイプのシムスタック発泡ダイを組み立てた。発泡ダ
イは、横方向に位置合わせされた細長い５０個の開口を有していた。これらは、図１及び
３に示したのとほぼ同様の仕方で、こうして形成された発泡ダイの横幅にわたって離間に
単一行で配置され、それぞれの開口幅（Ｗｏ）は１６ミルであり、開口高さ（Ｈｏ）は６
２５ミルであった。単一開口シム（厚さ１６ミル）を用いてこの開口幅を得るのではなく
、開口シム束を用いた。各束は４ミル厚の４つの開口シムから構成されていた。スペーサ
・シムを用いて、開口を約６０ミルのエッジ間距離（ｄｅ）で離間に配置した（したがっ
て、７６ミルの中心間開口距離（ｄｃ）となる）。単一のスペーサ・シムを用いるのでは
なくスペーサ・シム束を用いて、各束は３つの２０ミル・シムから構成されていた。
【００８４】
　したがって、シムスタック発泡ダイは、全部で３４７個のシム（合計２００の開口・シ
ム（５０束でそれぞれ４シム）と合計１４７のスペーサ・シム（４９束でそれぞれ３シム
））を有して、全部で５０個のダイ開口を画定した。２５個の開口の第１セットは第１の
ダイ空洞と流体連絡し、２５個の開口の第２セットは第２のダイ空洞と流体連絡している
。この代表的な実施例では、溶融発泡性フローストリームを単に第１のダイ空洞へ供給し
ただけであった（そして、そこからダイ空洞が流体連通された２５個の「活性な」ダイ開
口の第１セットへ供給した）。したがって、最近接の活性なダイ開口の各対が、溶融押出
物がまったく放出されなかった不活性な（未使用の）ダイ開口によって分散化されたこと
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が分かる。（厳密に言えば、この作業モードでは、各対の活性なダイ開口を離間に配置す
ることを、単にスペーサ・シムを用いるだけでなく、開口シムの間に不活性なダイ開口を
設けることによって行った）。
【００８５】
　したがって、要約すれば、発泡ダイは２５の活性なダイ開口を画定していた。これらは
、約１３６ミルのエッジ間間隔（及び約１５２ミルの中心間間隔）で配列されて、活性な
ダイ幅Ｗｄとして約３．７４インチをもたらしていた。（開口高さＨｏ及びダイ高さＨｄ

は、ダイ空洞のうち１つのみを用いたという事実の影響は受けなかった）。
【００８６】
　すべてのシムは、ステンレス鋼を所望の形状にＥＤＭ（放電加工）切断して、要望通り
の切り取り部分としたもので形成した。すべてのシムを、シムスタック内の切り取り部分
に４つのボルトを通すことによって結合した。これらのボルトを、空気動力トルク・レン
チを用いてできるだけ高いトルクで締め付けた。エッジ・ヒーターをダイの頂部及び底部
に連結した。熱電対を用いて、従来通りの方法で温度モニタリングを行った。
【００８７】
　発泡性組成物を調製して、熱可塑性ポリエステル（ＰＥＴ）樹脂（ＰＯＬＹＣＬＥＡＲ
１１０１；Ａｕｒｉｇａ，シャーロット，ノースカロライナ州）を９５重量％で、化学発
泡剤（Ｓｕｋａｎｏ　ＴＡ１７－１０；ダンカン、サウスカロライナ州）を２重量％で、
及び鎖延長剤（Ｓｕｋａｎｏ　Ｔｍｅ　Ｓ６０６）を３重量％で含ませた。発泡性組成物
を、１．２５”シングル・スクリュー押出機のホッパーに充填した後に、表１に列記した
条件下で押出した。
【００８８】
【表１】

【００８９】
　ダイを、その横軸が地球表面に対してほぼ水平方向になるように配向した。取り出しベ
ルトを、ダイの作業面の数センチメートル下方に位置付け、地球表面に対してほぼ水平方
向に配向した。ダイは、ダイ開口から外へ出る溶融押出物のフローの方向が、取り出しベ
ルトの上面に向かってわずかに下向きに（水平方向より下方にほぼ１５度の角度で）角度
が付けられるように配向し、これによって、溶融押出物が取り出しベルト上に集められた
。取り出しベルト・スピードは約０．６フィート／分であった。これらの条件下で、合体
距離（Ｄｃ）は、ダイの作業面の数ｍｍ（例えば、１～３ｍｍ）以内であると見積もった
。こうして形成された横方向に合体された一体の発泡スラブは、おおよその（平均）値と
して、０．３５ｇ／ｃｃ密度、５．８インチ幅、及び１．３インチ厚を示した。
【００９０】
　（実施例２）
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　ダイが５０個の活性な開口を有してそれぞれ２４ミル幅で６２５ミル高であったこと以
外は、代表的な実施例に記載した一般的なタイプのシムスタック発泡ダイを用いた。単一
開口シムを用いるのではなくて、開口シム束を用いた。各束は４ミル厚の６つの開口シム
を含んでいた。スペーサ・シムを用いて、開口を約８０ミルのエッジ間距離（ｄｅ）で離
間に配置した（したがって、１０４ミルの中心間開口距離（ｄｃ）となる）。単一のスペ
ーサ・シムを用いるのではなく、スペーサ・シム束を用いた。各束は２０ミル厚の４つの
シムから構成されていた。
【００９１】
　このダイデザインは全部で４９６シムを有し、５．１インチ幅であった。２つの発泡性
組成物を調製し、それぞれ代表例の場合と同じ組成であった。発泡性組成物をそれぞれ、
１．２５”シングル・スクリュー押出機のホッパーに充填した。このような押出機を２つ
用いた。一つは第１のダイ空洞及びダイ開口の第１セットに供給し、２番目は第２のダイ
空洞及びダイ開口の第２セットに供給する。したがって、この例では、すべてのダイ開口
は活性な開口であり、すべて同じ溶融発泡性組成物が供給された（ただし異なる２つの押
出機から）。
【００９２】
　２つの組成物を表２に列記した条件下で押し出した（押出機は、構成が同一ではなかっ
たため、ある程度異なる条件で動作させた）。
【００９３】
【表２】

【００９４】
　取り出しベルト・スピードは約０．６フィート／分であった。これらの条件下で、合体
距離（Ｄｃ）は、ダイの作業面の数ｍｍ（例えば、１～３ｍｍ）以内であると見積もった
。こうして形成された横方向に合体された一体の発泡スラブは、おおよその（平均）値と
して、０．３６ｇ／ｃｃ密度、５．５インチ幅、及び１．４インチ厚を示した。
【００９５】
　（実施例３）
　実施例２のシムスタック発泡ダイを用いた。２つの同一の発泡性組成物を調製し、それ
ぞれ高溶融強度ポリプロピレン（Ｂｏｒｅａｌｉｓ　ＷＢ１４０ＨＭＳ；ウィーン、オー
ストリア）を９８重量％で、化学発泡剤（Ｒｅｅｄｙ　ＦＰＥ－５０；シャーロット、ノ
ースカロライナ州）を２重量％で含ませた。発泡性組成物を、２つの１．２５”シングル
・スクリュー押出機のうちの１つのホッパーにそれぞれ充填した。各押出機は、実施例２
の場合と同様に、異なるダイ空洞に供給した。
【００９６】
　２つの組成物を表３に列記した条件下で押出した。
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【表３】

【００９８】
　取り出しベルト・スピードは約０．６フィート／分であった。これらの条件下で、合体
距離（Ｄｃ）は、ダイの作業面の数ｍｍ（例えば、１～３ｍｍ）以内であると見積もった
。こうして形成された横方向に合体された一体の発泡スラブは、おおよその（平均）値と
して、０．５４ｇ／ｃｃ密度、３．８インチ幅、及び０．６インチ厚を示した。
【００９９】
　（実施例４）
　ダイが５０個の活性な開口を有してそれぞれ１６ミル幅で６２５ミル高であること以外
は、代表的な実施例に記載したタイプのシムスタック発泡ダイを組み立てた。単一開口・
シムを用いるのではなく、開口・シム束を用いた。各束は４ミル厚さの４つの開口・シム
を含んでいた。スペーサ・シムを用いて、開口を約６０ミルのエッジ間距離（ｄｅ）で離
間に配置した（したがって、７６ミルの中心間開口距離（ｄｃ）となる）。単一のスペー
サ・シムを用いるのではなく、スペーサ・シム束を用いた。各束は２０ミル厚の３つのシ
ムから構成されていた。
【０１００】
　このダイデザインは全部で３４７シムを有し、３．７４インチ幅であった。代表的な実
施例の場合と同じ組成の第１の発泡性組成物を調製した。第２の組成物を調製した。これ
は、ＰＥＴ－Ｇ（ポリエチレンテレフタレート－グリコール変性；ＥＡＳＴＡＲコポリエ
ステル６７６３、イーストマン・ケミカル、キングスポート、テネシー州）であった。第
２の組成物は発泡性組成物ではなかった。第１及び第２の組成物を、第１及び第２の１．
２５”押出機にそれぞれ供給して、表４に列記した条件下で処理した。
【０１０１】
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【表４】

【０１０２】
　取り出しベルト・スピードは約０．６フィート／分であった。これらの条件下で、合体
距離（Ｄｃ）は、ダイの作業面の数ｍｍ（例えば、１～３ｍｍ）以内であると見積もった
。こうして形成された横方向に合体された一体の複合発泡スラブは、おおよその（平均）
値として、０．３２ｇ／ｃｃ密度、５．８インチ幅、及び０．７５インチ厚を示した。
【０１０３】
　（実施例５）
　代表的な実施例に記載したタイプのシムスタック発泡ダイを組み立てた。単一の１．２
５”押出機を用いて、代表的な実施例の場合と同じ発泡性組成物をダイの単一空洞及びダ
イセットに供給することを、代表的な実施例の場合と同様に行った。発泡性組成物を表５
に列記した条件下で処理した。
【０１０４】

【表５】

【０１０５】
　溶融押出物を、二重ベルト積層器（Ｍｅｙｅｒ　ＫＦＥ－１５００；ＭｅｙｅｒＧｍｂ
Ｈ、Ｒｏｔｚ、ドイツ）（２．５ｆｔ／分で運転）上に取り出した。下側ベルトをダイの
作業面の方にわずかに延ばして作業面の数ｃｍ下方に位置させて、溶融押出物が下側ベル
ト上に集められた後に下側ベルトと上側ベルトとの間の間隙内に運ばれるようにした。２
つの２軸配向ＰＥＴフィルムを解いて二重ベルト積層器内に入れて、溶融押出物／初期発
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れるＰＥＴ発泡体の各主表面に積層される。溶融押出物と接触した各ＰＥＴフィルムの表
面は、米国特許出願第１４／３６３１３２号、発明の名称「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｂｏ
ｎｄｉｎｇ　Ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ」に開示された一般的な方法で
フラッシュランプ済みであった。
【０１０６】
　二重ベルト積層器を表６に列記した条件下で動作させた。
【０１０７】
【表６】

【０１０８】
　ベルト高さは、二重ベルト積層器の頂部及び底部ベルト間の分離距離である。二重ベル
ト積層器は、その長さのほぼ中間に内部ニップを有している。内部ニップ・パラメータは
、ニップがベルトを圧縮している量として規定される。例えば、ベルト高さが１０ｍｍの
時に間隙を１０ｍｍにセットし、１ｍｍの内部ニップのセッティングによって、ニップに
おける間隙を次に９ｍｍにセットする。
【０１０９】
　こうして形成された横方向に合体された一体の発泡スラブは、おおよその（平均）値と
して、０．４０ｇ／ｃｃ密度（発泡体コアの）、６．０インチ幅、及び０．２５インチ厚
を示した（二重ベルト積層器のベルトによって、例えば、代表的な実施例と同じ程度まで
膨張することが制約されている）。
【０１１０】
　（実施例６）
　実施例４に記載したタイプのシムスタック発泡ダイを組み立てた。実施例４の場合と同
じ組成の第１及び第２の組成物を、第１及び第２の押出機によって処理した。しかし、第
１及び第２のフローストリームが異なるダイ空洞／ダイ開口のセットに供給されるのでは
なく、第１の（発泡性）溶融フローストリームと第２の（非発泡性、ＰＥＴ－Ｇ）溶融フ
ローストリームとをダイに対する共通の入口で合わせて、発泡性組成物である内層（図９
の層１０１１に類似する）とＰＥＴ－Ｇである上側及び下側層（図９の層１０１２及び１
０１３に類似する）とを含む多層フローストリームを形成した。（実施例５の場合と同様
の方法で）得られる溶融押出物をフラッシュランプ済みのＰＥＴフィルムである頂部及び
底部層とともに二重ベルト積層器内に集めるようにして、第１及び第２の組成物を表７に
列記した条件下で処理した。
【０１１１】



(31) JP 2017-531582 A 2017.10.26

10

20

30

【表７】

【０１１２】
　したがって、フラッシュランプされたＰＥＴフィルムを、こうして形成された発泡スラ
ブの各主表面上に存在するＰＥＴ－Ｇ表面層に積層した。こうして形成された横方向に合
体された一体の複合発泡スラブ（ＰＥＴフィルムが積層されている）は、おおよその（平
均）値として０．４５ｇ／ｃｃ密度（発泡体コアの）、３．０インチ幅、及び０．３７５
インチ厚を示した。
【０１１３】
　（実施例７）
　代表的な実施例に記載したタイプのシムスタック発泡ダイを組み立てた。発泡性組成物
を調製して、高溶融強度ポリプロピレン（Ｂｏｒｅａｌｉｓ　ＷＢ１４０ＨＭＳ）を９６
重量％で含ませ、化学発泡剤（ＥｃｏＣｅｌｌ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｂｌｏｗｇ　Ａｇｅ
ｎｔ；Ｐｏｌｙｆｉｌ、ロックアウェイ、ニュージャージー州）を４重量％で含ませた。
発泡性組成物を表８に列記した条件下で処理した：
【０１１４】
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【表８】

【０１１５】
　溶融押出物を二重ベルト積層器（Ｍｅｙｅｒ　ＫＦＥ－Ｅ１５００）（２．７ｆｔ／分
で運転）上に取り出した。下側ベルトをダイの作業面の方にわずかに延ばして作業面の数
ｃｍ下方に位置させて、溶融押出物が下側ベルト上に集められた後に下側ベルトと上側ベ
ルトとの間の間隙内に運ばれるようにした。２つのガラス繊維強化ポリプロピレン（ＧＦ
ＰＰ）フィルムを解いて二重ベルト積層器内に入れて、溶融押出物／初期発泡体が上側及
び下側ＧＦＰＰフィルム間に挟まれるようにした。各ＧＦＰＰフィルムは溶融押出物の主
表面に積層される。（ＧＦＰＰフィルムは、Ｂｏｒｅａｌｉｓ　Ｆｉｂｒｅｍｏｄ　ＧＢ
３０６ＳＡ（３５重量％ガラス繊維）樹脂ペレットを用いて、標準的な鋳造フィルム押出
機器（シングル・スクリュー押出機、３ロール鋳造ステーション、及び巻取機）内で作製
した。）
【０１１６】
　こうして形成された横方向に合体された一体の発泡スラブ（ＧＦＰＰフィルムが積層さ
れている）は、おおよその（平均）値として、０．５０ｇ／ｃｃ密度（発泡体コアの）、
２．５インチ幅、及び０．３７５インチ厚を示した。
【０１１７】
　前述の実施例は、理解を明瞭にするためだけに示しており、そこから何ら不必要な限定
を解釈してはならない。実施例に記載されている試験及び試験結果は、予測的なものでは
なく、あくまで例示的なものに過ぎないことが意図され、試験手順の変更により、異なる
結果をもたらすことが予想され得る。実施例中の定量的値はすべて、使用された手順に含
まれる一般に公知の許容誤差の観点から近似値であることが理解される。
【０１１８】
　本明細書において開示される特定の例示的な要素、構造、特長、詳細、構成などは、修
正され得る、及び／又は多数の実施形態と組み合わされ得ることが、当業者には明らかで
あろう。例示的な説明としての役割を果たすべく選択された代表的な設計としてのみなら
ず、こうした変更及び組合せはすべて、本発明者によって、想到される発明の境界内に存
在するものと企図される。したがって、本発明の範囲は、本明細書に記載されている特定
の例示的構造に限定されるべきではなく、むしろ少なくとも、特許請求の範囲の言語によ
って説明される構造、及びそれらの構造の等価物にまで拡大する。本明細書において代替
物として肯定的に列挙されている要素はいずれも、望ましい任意の組合せにおいて、特許
請求の範囲に明確に含まれることがあり、又は特許請求の範囲から除外されることがある
。オープンエンド言語で本明細書に列挙されているいずれの要素又は要素の組合せ（例え
ば、を含む（comprise）、及びその派生語）も、クローズエンド言語（例えば、からなる
（consist）、及びその派生後）及び一部クローズエンド言語（例えば、から本質的にな
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る（consist essentially）、及びその派生語）で更に列挙されていると見なされる。種
々の理論及び可能な機構を本明細書中で記載してきたが、このような記載は請求可能な対
象を一切限定しないものとする。記載されている通りの本明細書と、参照により本明細書
に組み込まれている任意の文書の開示内容との間に不一致又は矛盾が存在する限り、記載
されている通りの本明細書が優先する。
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